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基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手 

続の取扱いについて 

 

今般、基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等の一部を改正する件（令和８

年厚生労働省告示第147号）が告示され、本年６月１日より適用されることとなったところ

であるが、適用に際しては、下記の事項に留意の上、貴管内指定医療機関に周知するととも

に、関係制度の円滑な実施について遺漏なきを期されたい。 

なお、「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の

取扱いについて」（令和６年３月29日障精発0329第３号厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部精神・障害保健課長通知）は、令和８年５月31日限りで廃止する。 

 

記 

 

 

第１ 届出に関する手続 

１ 各施設基準に係る届出を行おうとする指定医療機関の開設者は、当該指定医療機関の

所在地を管轄する地方厚生局長に対して、別添の当該施設基準に係る届出書を１通提出

するものであること。また、当該指定医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管す

るものであること。 

２ 届出書の提出があった場合は、地方厚生局は届出書を基に、「基本診療料及び医療観察

精神科専門療法の施設基準等入院料等の施設基準」（平成17年厚生労働省告示第366号。

以下「施設基準告示」という。）及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要

件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。

また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。 

なお、この要件審査に要する時間は原則として２週間以内を標準とし、遅くとも概ね１

か月以内（提出者の補正に要する期間は除く。）とするものであること。 

３ 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準に係る届出を行う指定医療機関が、

当該届出を行う前６か月間において、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の

医療及び観察等に関する法律（平成15年法律第110号。以下「法」という。）第85条第



 
１項、健康保険法（大正11年法律第70号）第78条第１項（同項を準用する場合も含む。）

又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第72条第１項の規定に

基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬に関し、不正又は不当な行為が認められた保

険医療機関並びに法第85条第１項、健康保険法第94条第１項（同項を準用する場合も含

む。）又は高齢者の医療の確保に関する法律第81条第１項の規定に基づく検査等の結果、

健康保険法第88条第１項に規定する指定訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律

第78条第１項に規定する指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に関し、不正又

は不当な行為が認められた訪問看護事業所（健康保険法第89条第２項の規定する訪問看

護事業所とみなす指定居宅サービス事業者も含む。）である場合にあっては、当該届出の

受理は行わないものであること。 

なお、「不正又は不当な行為が認められた」場合（法第85条第１項の規定に基づく報告

の請求及び検査による場合を除く。）とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査に

ついて」（平成12年５月31日保発第105号厚生省保険局長通知）及び「指定訪問看護事

業者等の指導及び監査について」（平成20年９月30日保発第0930009号厚生労働省保険

局長通知）に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場

合をいうものとする。 

４ 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対し

て受理番号を付して通知するとともに、当該指定医療機関の所在する都道府県にある社

会保険診療報酬支払基金支部に対して受理番号を付して通知するものであること。 

医療観察一般病棟入院料                  (医一般病棟)第〇○号 

医療観察地域移行支援病棟入院料              (医地移病棟)第〇○号 

医療観察看護師７対１配置加算                (医看配置)第○○号 

医療観察看護師夜間６対１配置加算              (医看夜配)第○○号 

医療観察多職種協働加算                   (医多職配)第○○号 

退院実績評価加算                      (実績評価)第○○号 

医療観察薬剤管理指導料                   (医薬管指)第○○号 

医療観察精神科身体合併症管理加算              (医精合併)第○○号 

医療観察精神科慢性身体合併症管理加算           (医精慢合併)第○○号 

通院対象者通院医学管理料                  (通処医管)第○○号 

急性増悪包括管理料２                    (増悪管理)第○○号 

通院対象者社会復帰体制強化加算                (通社強)第○○号 

医療観察児童思春期精神科専門管理加算            (医児春専)第○○号 

医療観察心理支援加算                   (医心理支援)第○○号 

医療観察療養生活継続支援加算                (医療活継)第○○号 

医療観察認知療法・認知行動療法イ               (医認イ)第○○号 

医療観察認知療法・認知行動療法ロ               (医認ロ)第○○号 

医療観察認知療法・認知行動療法ハ               (医認ハ)第○○号 

医療観察依存症集団療法イ                  (医依集イ)第○○号 

医療観察依存症集団療法ロ                  (医依集ロ)第○○号 

医療観察依存症集団療法ハ                  (医依集ハ)第○○号 

医療観察精神科作業療法                  (医精神作業)第○○号 

医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」       (医精ショ大)第○○号 

医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」       (医精ショ小)第○○号 



 
医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」         (医精デイ大)第○○号 

医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」         (医精デイ小)第○○号 

医療観察精神科ナイト・ケア                (医精ナイト)第○○号 

医療観察精神科デイ・ナイト・ケア             (医デイナイ)第○○号 

医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料(医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管

理料に限る。）                       (医抗治療)第○○号 

医療観察訪問看護基本料                 (医訪看基10)第○○号 

医療観察機能強化型訪問看護管理料１            (医訪看機１)第○○号 

医療観察機能強化型訪問看護管理料２            (医訪看機２)第○○号 

医療観察機能強化型訪問看護管理料３            (医訪看機３)第○○号 

医療観察機能強化型訪問看護管理料４            (医訪看機４)第○○号 

医療観察24時間対応体制加算イ              (医訪看対23)第○○号 

医療観察24時間対応体制加算ロ              (医訪看対24)第○○号 

 

５ 要件審査を終え、届出を受理した場合は、届出日に遡って算定することができるもの

とする。 

６ 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を届出者に対して通知するもの

であること。 

 

第２ 届出受理後の措置 

１ 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさ

なくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、指定医療機関の

開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。ただし、次に掲げる事項について

の一時的な変動については、この限りではない。 

(１) 医師と法第 42 条第１項第１号又は第 61 条第１項第１号の決定により入院している

者（以下「入院対象者」という。）の比率については、暦月で３か月を超えない期間の

１割以内の一時的な変動 

(２) １日当たり勤務する看護師の数、看護師の数と入院対象者の比率については、暦月で

１か月を超えない期間の１割以内の一時的な変動 

(３) 作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師と入院対象者の比率については、暦月で

３か月を超えない期間の１割以内の一時的な変動 

(４) 災害時等において別に当局による定めがある事項についての一時的な変動。 

２ １による変更の届出は、１のただし書の場合を除き、届出の内容と異なった事情が生じ

た日の属する月の翌月に速やかに行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日

の属する月の翌月（変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受

理された場合には当該月の１日）から変更後の入院料等を算定すること。ただし、面積要

件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含

まない施設基準に係る場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速や

かに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の入院

料等を算定すること。 

３ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、１日当たり勤務する看護

師の数、看護師の数と入院対象者の比率について、歴月で１か月を超える１割以内の一時

的な変動があった場合、次の全てに該当するときは、第２の１の（２）の規定にかかわら



 
ず、３か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよい（１年に１回に限る。）。

この場合、看護師の確保に係る取組及び一時的に看護師を確保できないやむを得ない事

情であることを様式１－８に記載し、当該事情が生じた日の属する月の翌月までに速や

かに地方厚生局長に報告すること。なお、様式１－８には、報告する時点で有効な求人票

の写しを添付すること。 

(１) 職業安定法（昭和22年法律第141号）第８条に定める公共職業安定所（以下単に「公

共職業安定所」という。）又は都道府県ナースセンター等の同法第33条に定める無料の職

業紹介事業（以下単に「無料職業紹介事業」という。）を活用して看護師の確保に係る取

組を行っていること。なお、やむを得ない事情が生じていない場合においても、看護師の

求人を行う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の看護師の確保に

係る取組を行っていることが望ましい。 

(２) 看護師の確保に係る取組にあたって民間職業紹介事業者を利用する場合においては、

医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者

を含むこと。 

(３) 公共職業安定所又は無料職業紹介事業等を活用して看護師の確保に係る取組を行っ

ている場合においても、当該医療機関が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、看護

師確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。 

(４) やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に看護師確保ができないことによ

り、一部の看護師へ過度な業務負担とならないよう、指定医療機関は看護師の適正な労働

時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。 

４ 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準に適合しないことが判明した場合

は、所要の指導の上、変更の届出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみら

れない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には指定医療機関に弁明を行

う機会を与えるものとすること。 

５ 届出事項については、必要に応じ、診療報酬の届出等と関連づけて確認すること。 

 

第３ 施設基準 

通則 施設基準の届出に当たって、入院対象者の数及び看護師等の数等の取扱いについて

は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和８

年３月５日保医発0305第７号厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知。

以下「基本診療料通知」という。）第１基本診療料の施設基準等の８及び別添２入院基

本料等の施設基準等第２病院の入院基本料等に関する施設基準４の例によること。 

１ 医療観察法病棟入院料 

(１) 医療観察一般病棟入院料に関する施設基準 

① 当該指定入院医療機関の専ら入院対象者に医療を実施するための病棟に係る病床は

全て個室で、床面積は10平方メートル以上であり、以下に掲げる施設を有しているこ

とを標準とする。ただし、病院の病棟の一部であって、法第42条第１項第１号又は第

61 条第１項第１号の決定を受けた者であって集中的な治療を要する者を入院させるた

めの精神病床（14床を超えないものに限る。）により構成される病棟（以下「小規格病

棟」という。）にあってはこの限りでない。 

ア ２カ所以上の診察室 

イ 酸素吸入装置・吸引装置等を有する処置室 

ウ 床面積10平方メートル以上の保護室 



 
エ 集団精神療法室、作業療法室 

オ 入院対象者が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆電話 

② 当該指定入院医療機関には、医療の質を確保するため、「外部評価会議」、「運営会議」、

「倫理会議」、「治療評価会議」及び「地域連携を確保するための会議」が設置され、定

期的に開催されていること。なお、「外部評価会議」については、当該指定入院医療機

関の医師に加えて、他の指定入院医療機関の医師又は法第６条に規定する精神保健判

定医を２名以上招聘し、入院処遇が長期化又は長期化するおそれのある入院対象者の

治療計画に関する評価を行う体制を有していること。 

③ 緊急時の対応のため、「事故・火災発生対応マニュアル」及び「無断退去等対応マニ

ュアル」が整備されていること。 

④ 無断退去を防止するため、安全管理体制が整備されていること。 

⑤ 当該入院医学管理の実施等については、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ

た者の医療及び観察等に関する法律の施行について」（平成 17 年７月 14 日障精発第

0714001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知。以下「医観

法施行通知」という。）の別紙１「指定入院医療機関運営ガイドライン」を参考とする

こと。 

⑥ 病院の病棟の一部に小規格病棟を有している場合においては、小規格病棟に勤務す

る常勤の看護師の数は、常時、当該小規格病棟の入院対象者の数が４又はその端数を増

すごとに１以上であること。なお、当該看護師については当該医療機関の病棟における

小規格病棟以外の部分に係る看護職員として算定してはならないこと。 

(２) 医療観察地域移行支援病棟入院料に関する施設基準 

① 当該指定入院医療機関の専ら入院対象者に医療を実施するための病棟に係る病床は

全て個室で、床面積は10平方メートル以上であり、以下に掲げる施設を有しているこ

とを標準とする。ただし、病院の病棟の一部であって、法第42条第１項第１号又は第

61 条第１項第１号の決定を受けた者であって主として地域移行支援を要する者を入院

させるための小規格病棟にあってはこの限りでない。 

ア ２カ所以上の診察室 

イ 酸素吸入装置・吸引装置等を有する処置室 

ウ 床面積10平方メートル以上の保護室 

エ 集団精神療法室、作業療法室 

オ 入院対象者が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆電話 

② 当該指定入院医療機関には、医療の質を確保するため、「外部評価会議」、「運営会議」、

「倫理会議」、「治療評価会議」及び「地域連携を確保するための会議」が設置され、定

期的に開催されていること。なお、「外部評価会議」については、当該指定入院医療機

関の医師に加えて、他の指定入院医療機関の医師又は法第６条に規定する精神保健判

定医を２名以上招聘し、入院処遇が長期化又は長期化するおそれのある入院対象者の

治療計画に関する評価を行う体制を有していること。 

③ 緊急時の対応のため、「事故・火災発生対応マニュアル」及び「無断退去等対応マニ

ュアル」が整備されていること。 

④ 無断退去を防止するため、安全管理体制が整備されていること。 

⑤ 当該入院医学管理の実施等については、医観法施行通知の別紙１「指定入院医療機関

運営ガイドライン」を参考とすること。 

⑥ 病院の病棟の一部に小規格病棟を有している場合においては、小規格病棟に勤務す



 
る常勤の看護師の数は、常時、当該小規格病棟の入院対象者の数が10又はその端数を

増すごとに１以上であること。なお、当該看護師については当該医療機関の病棟におけ

る小規格病棟以外の部分に係る看護職員として算定してはならないこと。 

(３) 医療観察看護師７対１配置加算に関する施設基準 

① 医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟であること。 

② 当該病棟に勤務する常勤の看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が７又は

その端数を増すごとに１以上であること。ただし、当該病棟において、１日に看護を行

う常勤の看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟にお

ける夜勤を行う常勤の看護師の数は、本文の規定にかかわらず、３以上であること。 

(４) 医療観察看護師夜間６対１配置加算に関する施設基準 

① 当該病棟において、夜間に看護を行う看護師の数は、常時、当該指定入院医療機関の

入院対象者の数が６又はその端数を増すごとに１に相当する数以上であること。 

② 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。 

ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛

り込んだ基本指針の整備 

イ 入院対象者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月

１回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会

議の開催 

ウ 当該指定入院医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神

保健福祉法、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会

の年２回程度の実施 

③ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のう

ち、ア又はウを含む３項目以上を満たしていること。また、当該３項目以上にクが含ま

れることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が２交代制勤務又は変則２

交代制勤務を行う病棟のみで構成される指定入院医療機関である場合は、ア及びウか

らクまでのうち、ア又はウを含む３項目以上を満たしていること。 

ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護師の勤務終了時刻と直

後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。 

イ ３交代制勤務又は変則３交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従

事する看護師の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる

勤務編成であること。 

ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護師の連続して行う夜勤

の数が２回以下であること。 

エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護師の夜勤後の暦日の休

日が確保されていること。 

オ 当該病棟において、夜勤時間帯の入院対象者のニーズに対応できるよう、早出や遅

出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。 

カ 当該指定入院医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、

夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、か

つ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運

用した実績があること。 

キ 当該指定入院医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を

設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。 



 
ク 当該病棟において、ＩＣＴ、ＡＩ、ＩｏＴ等の活用によって、看護職員の業務負担

軽減を行っていること。 

④ ③のアからエまでについては、届出前１か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制

勤務に従事する看護師の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない

勤務が 0.5 割以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。③のキについて

は、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち４時間以上

が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの限りでは

ない。③のクについては、使用機器等が看護師の業務負担軽減に資するかどうかについ

て、１年に１回以上、当該病棟に勤務する看護師による評価を実施し、評価結果をもと

に必要に応じて活用方法の見直しを行うこと。 

⑤ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備してい

ること。 

ア 当該指定入院医療機関内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該指

定入院医療機関に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等につ

いて提言するための責任者を配置すること。 

イ 当該指定入院医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会

議（以下この項において「委員会等」という。）を設置し、「看護職員の負担の軽減及

び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況

の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。なお、当該委員会等は、

当該指定入院医療機関における労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第19条に

規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。 

ウ イの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み

内容と目標達成年次等を含めた看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画

とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。 

エ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該指定入院医療機関

内に掲示する等の方法で公開すること。 

(５) 医療観察多職種協働加算に関する施設基準 

① 医療観察一般病棟入院料を算定する病棟であること。 

② 当該病棟において、１日に社会復帰に係る支援を行う作業療法士、精神保健福祉士及

び臨床心理技術者の数は、当該病棟の入院対象者の数が５又はその端数を増すごとに

１以上であること。 

(６) 届出に関する事項 

① 医療観察法病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添の様式１、様式１－２、様式１

－３及び様式１－４並びに当該病棟に従事する医師の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、

専従・非専従の別）及び勤務時間は様式１－７を用いること。なお、「注５」、「注６」、

「注７」、「注８」に該当した場合についても同様式を用いて届け出ること。また、当該

病棟の配置図及び平面図を添付すること。 

② 医療観察看護師７対１配置加算の施設基準に係る届出は様式１－２を、医療観察看

護師夜間６対１配置加算の施設基準に係る届出は別添の様式１－２、様式１－３、様式

１－５及び様式１－６を、医療観察多職種協働加算の施設基準に係る届出は様式１－

２を用いること。 

２ 入院対象者入院医学管理料 

(１) 急性期入院対象者入院医学管理料の入院対象者 



 
医観法施行通知の別紙２「入院処遇ガイドライン」（以下「処遇ガイドライン」とい

う。）に示される、「急性期の到達目標」の各項目を満たした又はそれに準ずる状態であ

ると指定入院医療機関の運営会議において判断されたことがなく、かつ、入院後間もな

い期間であって、当該医療機関の管理者により、急性期における医療を提供する必要性

があると認められた入院対象者であること。 

(２) 回復期入院対象者入院医学管理料の入院対象者 

処遇ガイドラインに示される、「急性期の到達目標」の各項目を満たした又はそれに

準ずる状態であると指定入院医療機関の運営会議において判断され、指定入院医療機

関の管理者により、回復期における医療を提供する必要性があると認められた入院対

象者であること。 

(３) 社会復帰期入院対象者入院医学管理料の入院対象者 

処遇ガイドラインに示される、「回復期の到達目標」の各項目を満たし又はそれに準

ずる状態であると指定入院医療機関の運営会議において判断され、指定入院医療機関

の管理者により、社会復帰期における医療を提供する必要性があると認められた入院

対象者であること。 

(４) 急性期入院対象者入院医学管理料に係る施設基準 

「注２」の「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合」とは、次の①及

び②の条件の全てを満たさなければ、施設基準を満たさない場合である。 

① 隔離又は身体拘束が行われている状況下で当該医療機関内に設置された行動制限最

小化委員会による評価を受けてから７日以内であること。 

② 入院対象者の同意によらない医療行為が行われている状況下で当該医療機関に設置

された倫理会議による評価を受けてから７日以内であること。 

(５) 退院実績評価加算に係る施設基準 

「注12」退院実績評価加算の「法第51条第１項第２号に基づく退院許可決定又は同

項第３号に基づく処遇終了決定がされ退院した者の人数」は、届出日の属する年度の前

年度の実績を用いること。また、当該実績は届出日の属する年度において適用するもの

であり、年度が変わるごとに届出すること。 

(６) 医療観察薬剤管理指導料に係る施設基準 

① 当該指定入院医療機関に常勤の薬剤師が、２名以上配置されているとともに、薬剤管

理指導に必要な体制がとられていること。なお、週３日以上常態として勤務しており、

かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤薬剤師を２人組み合わ

せることにより、当該常勤薬剤師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤薬剤師

が配置されている場合には、これらの非常勤薬剤師の実労働時間を常勤換算し常勤薬

剤師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤薬剤師に算入することができ

るのは、常勤薬剤師のうち１名までに限る。 

② 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設（以下「医薬品情報管理室」という。）

を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。なお、院内からの相

談に対応できる体制とは、当該指定入院医療機関の医師等からの相談に応じる体制が

あることを当該医師等に周知していればよく、医薬品情報管理室に薬剤師が常時配置

されている必要はない。 

③ 医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対す

る情報提供を行っていること。 

④ 当該指定入院医療機関の薬剤師は、入院対象者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投



 
薬又は注射に際して必要な薬学的管理指導（副作用に関する状況把握を含む。）を行い、

必要事項を記入するとともに、当該記録に基づく適切な入院対象者の指導を行ってい

ること。 

⑤ 投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うもの

とするが、緊急やむを得ない場合においてはこの限りではない。 

(７) 医療観察薬剤管理指導料の入院対象者 

医療観察薬剤管理指導料のイに掲げる「特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注

射されている入院対象者」とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん

剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤（注射薬に限

る。）、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤又は抗ＨＩＶ薬が投薬又は注射され

ている入院対象者をいう。 

(８) 医療観察精神科身体合併症管理加算に係る施設基準 

① 指定入院医療機関であって、当該病棟に専任の内科又は外科の医師が１名以上配置

されていること。 

② 医療観察一般病棟入院料、医療観察地域移行支援病棟入院料のいずれかを算定して

いる病棟であること。 

③ 必要に応じて入院対象者の受入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療体制と

の連携（他の指定入院医療機関又は保険医療機関を含む。）が確保されていること。 

(９) 医療観察精神科慢性身体合併症管理加算に係る施設基準 

① 指定入院医療機関の病棟であって、当該病棟に内科の医師が１名以上配置されてい

ること。 

② 医療観察一般病棟入院料、医療観察地域移行支援病棟入院料のいずれかを算定して

いる病棟であること。 

③ 必要に応じて入院対象者の受入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療提供体

制との連携（他の指定入院医療機関又は保険医療機関を含む。）が確保されていること。 

④ 当該指定入院医療機関において、一般血液検査が常時行える体制を有していること。 

⑤ 糖尿病の入院対象者について眼科・歯科等への紹介を行う体制を有していること。 

(10) 届出に関する事項 

① 退院実績評価加算、医療観察薬剤管理指導料、医療観察精神科身体合併症管理加算及

び医療観察精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準に係る届出は、別添の様式２を

用いること。 

② 医療観察薬剤管理指導料、医療観察精神科身体合併症管理加算及び医療観察精神科

慢性身体合併症管理加算の施設基準に係る届出につき、指定入院医療機関と同一の保

険医療機関において、診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）別

表第１医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）第２章第１部第１

節Ｂ００８に掲げる薬剤管理指導料、同表第１章第２部第２節Ａ２３０－３に掲げる

精神科身体合併症管理加算及び同表第１章第２部第２節Ａ２３０－５に掲げる精神科

慢性身体合併症管理加算の届出をしている場合は、当該届出に用いた様式の複写を届

出書に添付すること。 

③ 指定入院医療機関と同一の保険医療機関において、薬剤管理指導料、精神科身体合併

症管理加算及び精神科慢性身体合併症管理加算の届出をしていない場合、医療観察薬

剤管理指導料は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いにつ

いて」（令和８年３月５日保医発0305第８号厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理



 
官連名通知。以下「特掲診療料通知」という。）の別添２の様式４及び様式14を、精神

科身体合併症管理加算は基本診療料通知の別添７の様式31を、精神科慢性身体合併症

管理加算は基本診療料通知の別添７の様式32の２を用いること。 

 

２ 通院対象者通院医学管理料 

(１) 通院対象者通院医学管理料に関する施設基準 

① 当該指定通院医療機関に、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が１名以上配

置されていること。 

② 当該指定通院医療機関には、医療の質を確保するため「多職種チーム会議」が設置さ

れ、定期的に開催されていること。また、保護観察所が設置する「ケア会議」に参加し、

処遇の実施計画に協力するなど緊密な連携体制が整備されていること。 

③ 法第 42 条第１項第２号又は第 51 条第１項第２号による決定を受けた対象者（以下

「通院対象者」という。）の病状急変等により、通院対象者又はその看護に当たってい

る者から電話等によって治療上の意見を求められた場合に常時対応できる体制がある

こと。 

④ 当該指定通院医療機関は、医療観察精神科デイ・ケア及び医療観察精神科訪問看護・

指導を実施できる体制を整えているか、若しくはそのような他の指定通院医療機関と

の連携体制を有していること。また、通院対象者の急性増悪等による入院における診療

に対処するため、当該指定通院医療機関の１つの精神病棟における常勤の看護師若し

くは准看護師の数が、常時、当該病棟の入院対象者数の15若しくはその端数を増すご

とに１以上であり、かつ、当該病棟の看護師の割合が４割以上であるか、又は前述と同

等の機能を有する医療機関との連携体制を有していること。ただし、当該指定通院医療

機関における精神障害を有する者に対する医療及び保護の体制、当該指定通院医療機

関の管理運営の状況、当該指定通院医療機関の地域における役割等を勘案し指定通院

医療機関として指定することが適当であると認められる医療機関については、この限

りでないこと。 

⑤ 通院医学管理の実施等については、医観法施行通知の別紙３「指定通院医療機関運営

ガイドライン」を参考とすること。 

(２) 急性増悪包括管理料２に関する施設基準 

① 医科診療報酬点数表に規定する精神病棟入院基本料の10対１入院基本料、13対１入

院基本料若しくは15対１入院基本料、特定機能病院入院基本料（精神病棟の場合に限

る。）、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併

症入院料又は地域移行機能強化病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。 

② 当該指定通院医療機関には、医療の質を確保するため「多職種チーム会議」が設置さ

れ、定期的に開催されていること。また、保護観察所が設置する「ケア会議」に参加し、

処遇の実施計画に協力するなど緊密な連携体制が整備されていること。 

③ 当該病棟に入院する通院対象者の主たる担当者として、医師、看護師又は准看護師

（常勤に限る）、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師からそれぞれ１名以上指

定し、その連絡先を保護観察所等に文書で情報提供するとともに、保護観察所等の担当

者の氏名及び連絡先の提供を受けていること。 

③ 当該病棟に入院する通院対象者には、主治医を含む多職種が共同して、必要に応じて

居住先等での試験外泊や訓練を実施すること。 

④ 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら会話をすることがで



 
きる通信方法を利用して行う、当該通院対象者との面接及び当該通院対象者について

行う会議であって参加者の少なくとも１人がオンラインを利用するものが可能な体制

が整備されていること。 

(３) 通院対象者社会復帰体制強化加算に関する施設基準 

① 「通院対象者を常時３名以上受け入れる体制を確保していること」とは、過去３年間

において同時期に、通院対象者を３名以上受入れた実績があり、かつ、地方厚生局等か

らの受入れに関する協力要請があった時点において、現に受入れている通院対象者が

３名に満たない場合に、受け入れ要請に応じることができる体制であること。 

なお、地方厚生局等からの受入れに関する協力要請があった時点において、現に受入

れている通院対象者が３名以上の場合にあっても、できるかぎり受入れ要請に応じる

ことが望ましい。 

② 当該指定通院医療機関に専任の作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師を２名

以上配置していること。 

(４) 届出に関する事項 

通院対象者通院医学管理料の施設基準に係る届出は別添の様式３、急性増悪包括管

理料２の施設基準に係る届出は様式３－２、通院対象者社会復帰体制強化加算の施設

基準に係る届出は様式３－３並びに当該治療に従事する作業療法士、精神保健福祉士

又は公認心理師の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専任・非専任の別）及び勤務時間

は様式３－４をそれぞれ用いること。 

３ 医療観察通院精神療法 

(１) 医療観察児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準 

20 歳未満の対象者の診療を行うにつき相当の実績を有している指定通院医療機関で

あること。なお、「相当の実績を有する」とは以下のことをいう。 

① 当該指定通院医療機関に、精神保健指定医に指定されてから５年以上にわたって主

として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する常勤精神保健指定医

が１名以上勤務していること。なお、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定

労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師（精神保健指定医に指

定されてから５年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事し

た経験を有する精神保健指定医に限る。）を２人以上組み合わせることにより、常勤医

師の勤務時間帯と同じ時間帯医師が配置されている場合には、当該基準を満たしてい

ることとみなすことができる。 

② ①の他、主として20歳未満の患者に対する精神医療の経験１年以上を含む精神科の

経験３年以上の常勤精神科医が、１名以上勤務していること。なお、週３日以上常態と

して勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非

常勤精神科医（主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験１年以上を

含む精神科の経験３年以上の医師に限る。）を２人以上組み合わせることにより、常勤

医師の勤務時間帯と同じ時間帯医師が配置されている場合には、当該基準を満たして

いることとみなすことができる。 

③ 20 歳未満の通院対象者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は公認心理師が

１名以上配置されていること。 

(２) 医療観察療養生活継続支援加算に関する施設基準 

① 当該指定通院医療機関内に、当該支援に専任の精神保健福祉士が１名以上勤務して

いること。 



 
② 当該支援を行う保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する医療観察療養

生活継続支援の対象者の数は１人につき30人以下であること。また、それぞれの保健

師、看護師又は精神保健福祉士が担当する通院対象者の一覧を作成していること。 

(３) 届出に関する事項 

医療観察児童思春期精神科専門管理加算、医療観察心理支援加算及び医療観察療養

生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は別添の様式４を用いること。 

医療観察療養生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は、指定通院医療機関

と同一の保険医療機関において、医科診療報酬点数表第２章第８部第１節Ｉ００２の

注８に掲げる療養生活継続支援加算の届出をしている場合は、当該届出に用いた様式

の複写を届出書に添付すること。また、届出をしていない場合は、特掲診療料通知の別

添２の様式44の５の２を用いること。 

４ 医療観察認知療法・認知行動療法 

(１) 医療観察認知療法・認知行動療法に関する施設基準 

特掲診療料通知の認知療法・認知行動療法の例によること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察認知療法・認知行動療法の施設基準に係る届出は別添の様式４－２を用い

ること。 

５ 医療観察依存症集団療法 

(１) 医療観察依存症集団療法に関する施設基準 

特掲診療料通知の依存症集団療法の例によること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察依存症集団療法の施設基準に係る届出は別添の様式４－３を用いること。 

６ 医療観察精神科作業療法 

(１) 医療観察精神科作業療法に関する施設基準 

特掲診療料通知の精神科作業療法の例によること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察精神科作業療法の施設基準に係る届出は別添の様式４－４を、当該治療に

従事する作業療法士の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任

の別）及び勤務時間に係る届出は様式４－６をそれぞれ用いること。また、当該治療が

行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 

７ 医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」 

(１) 医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」に関する施設基準 

特掲診療料通知の精神科ショート・ケア「大規模なもの」の例によること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については別

添の様式４－５を、当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専

従、専任・非専任の別）及び勤務時間に係る届出については様式４－６をそれぞれ用い

ること。 

なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ

イ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。

また、当該治療が行われる専用の施設の平面図を添付すること。 

８ 医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 

(１) 医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」に関する施設基準 



 
特掲診療料通知の精神科ショート・ケア「小規模なもの」の例によること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については別

添の様式４－５を、当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専

従、専任・非専任の別）及び勤務時間に係る届出については様式４－６をそれぞれ用い

ること。 

なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ

イ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。

また、当該治療が行われる専用の施設の平面図を添付すること。 

９ 医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 

(１) 医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」に関する施設基準 

特掲診療料通知の精神科デイ・ケア「大規模なもの」の例によること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については別添の

様式４－５を、当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従、

専任・非専任の別）及び勤務時間に係る届出については様式４－６をそれぞれ用いるこ

と。 

なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ

イ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。

また、当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 

10 医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 

(１) 医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」に関する施設基準 

特掲診療料通知の精神科デイ・ケア「小規模なもの」の例によること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については別添の

様式４－５を、当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従、

専任・非専任の別）及び勤務時間に係る届出については様式４－６をそれぞれ用いるこ

と。 

なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ

イ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。

また、当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 

11 医療観察精神科ナイト・ケア 

(１) 医療観察精神科ナイト・ケアに関する施設基準 

特掲診療料通知の精神科ナイト・ケアの例によること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察精神科ナイト・ケアの施設基準に係る届出については別添の様式４－５を、

当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の

別）及び勤務時間に係る届出については様式４－６をそれぞれ用いること。 

なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ

イ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。

また、当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 

12 医療観察精神科デイ・ナイト・ケア 

(１) 医療観察精神科デイ・ナイト・ケアに関する施設基準 



 
特掲診療料通知の精神科デイ・ナイト・ケアの例によること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察精神科デイ・ナイト・ケアの施設基準に係る届出については別添の様式４－

５を、当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非

専任の別）及び勤務時間に係る届出については様式４－６をそれぞれ用いること。 

なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ

イ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。

また、当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 

13 医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料 

(１) 医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に関する施設基準 

特掲診療料通知の治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の例によること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に関する施設基準に係る届出につい

ては別添の様式４－７を用いること。 

14 医療観察訪問看護基本料 

(１) 医療観察訪問看護基本料に関する施設基準 

当該医療観察訪問看護基本料を算定する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ

た者の医療及び観察等に関する法律施行令（平成16年政令第310号）第１条各号に掲

げる指定通院医療機関（以下「訪問看護事業型指定通院医療機関」という。）の保健

師、看護師又は作業療法士は、次のいずれかに該当する者であること。ただし、令和

２年３月31日において、現に当該基本料に係る届出を行っている訪問看護事業型指定

通院医療機関については、エに該当する者のうち、当該届出に係る医療観察訪問看護

を行う者としてすでに届出内容に含まれている者については、エの⑧に掲げる内容を

受講していなくても差し支えない。 

ア 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経

験を１年以上有する者 

イ 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を１年以上有する者 

ウ 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を１年 

以上有する者 

エ 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の

習得を目的とした20時間以上を要し、修了証が交付される研修を修了している者。

なお、研修は次の内容を含むものである。 

① 精神疾患を有する者に関するアセスメント 
② 病状悪化の早期発見・危機介入 

③ 精神科薬物療法に関する援助 

④ 医療継続の支援 

⑤ 利用者との信頼関係構築、対人関係の援助 

⑥ 日常生活の援助 

⑦ 多職種との連携 

⑧ ＧＡＦ尺度による利用者の状態の評価方法 

(２) 届出に関する事項 

医療観察訪問看護基本料に関する施設基準に係る届出については別添の様式５を用

いること。 

15 医療観察機能強化型訪問看護管理料 

(１) 医療観察機能強化型訪問看護管理料に関する施設基準 



 
「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（令和

８年３月５日保医発第0305第９号厚生労働省保険局医療課長通知。以下「訪問看護基

準通知」という。）の機能強化型訪問看護管理療養費の例によること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察機能強化型訪問看護管理料に関する施設基準の届出については、様式５及

び訪問看護事業型指定通院医療機関と同一の指定訪問看護事業所において、訪問看護

療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平成20年厚生労働省告示第67号。

以下「訪問看護算定告示」という。）区分０２に掲げる機能強化型訪問看護管理療養費

の届出に用いた様式の複写を届出書に添付すること。 

16 医療観察24時間対応体制加算 

(１) 医療観察24時間対応体制加算に関する施設基準 

訪問看護基準通知の24時間対応体制加算の例によること。ただし、施設基準告示第

３の11に規定する地域若しくは基本診療料通知の別添３の別紙２に掲げる医療を提供

しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関又は業

務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに

参画している訪問看護事業型指定通院医療機関において、２つの訪問看護事業型指定

通院医療機関が連携し要件を満たす場合の届出は、別添の様式13を用いること。 

(２) 届出に関する事項 

医療観察24時間対応体制加算に関する施設基準に係る届出については別添の様式５

－２を用いること。ただし、施設基準告示第３の11に規定する地域若しくは基本診療

料通知の別添３の別紙２に掲げる医療を提供しているが、医療資源の少ない地域に所

在する訪問看護事業型指定通院医療機関又は業務継続計画を策定した上で自然災害等

の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護事業型指定通院

医療機関において、２つの訪問看護事業型指定通院医療機関が連携し要件を満たす場

合の届出は、別添の様式５－３を用いること。 

17 入院ベースアップ評価料に関する施設基準 

(１) 特掲診療料通知の入院ベースアップ評価料の例によること。 

(２) 届出に関する事項 

入院ベースアップ評価料に関する施設基準の届出については、指定入院医療機関と

同一の保険医療機関において、医科診療報酬点数表第２章第14部第１節Ｏ００３に掲

げる入院ベースアップ評価料の届出に用いた様式の複写を届出書に添付すること。 

18 外来・在宅ベースアップ評価料に関する施設基準 

(１) 特掲診療料通知の外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び外来・在宅ベースアップ

評価料（Ⅱ）の例によること。 

(２) 届出に関する事項 

外来・在宅ベースアップ評価料に関する施設基準の届出については、指定入院医療機

関と同一の保険医療機関において、医科診療報酬点数表第２章第14部第１節Ｏ００１

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び医科診療報酬点数表第２章第14部第１節Ｏ

００２外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の届出に用いた様式の複写を届出書に添付

すること。 

19 調剤ベースアップ評価料に関する施設基準 

(１) 特掲診療料通知の調剤ベースアップ評価料の例によること。 

(２) 届出に関する事項 



 
調剤ベースアップ評価料に関する施設基準の届出については、指定通院医療機関と

同一の保険薬局において、診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）

別表第３調剤診療報酬点数表第５節区分４０に掲げる調剤ベースアップ評価料の届出

に用いた様式の複写を届出書に添付すること。 

20 訪問看護ベースアップ評価料に関する施設基準 

(１) 訪問看護基準通知の訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）、訪問看護ベースアップ評価

料（Ⅰ）の注３、訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）及び訪問看護ベースアップ評価料

（Ⅱ）の注７及び注８の例によること。 

(２) 届出に関する事項 

訪問看護ベースアップ評価料に関する施設基準の届出については、訪問看護事業型

指定通院医療機関と同一の指定訪問看護事業所において、訪問看護算定告示０７に掲

げる訪問看護ベースアップ評価料の届出に用いた様式の複写を届出書に添付すること。 

注１ 医療観察精神科作業療法、医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」、医療観

察精神科ショート・ケア「小規模なもの」、医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」、

医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」、医療観察精神科ナイト・ケア及び医療観

察精神科デイ・ナイト・ケア（以下「医療観察精神科作業療法等」）の施設基準につい

て、法の通院対象以外の者も含め一体として実施している場合については、その単位に

おける施設基準とする。 

注２ 別添の様式４については特掲診療料通知の別添２の様式44の５、別添の様式４－２

については特掲診療料通知の別添２の様式44の３、別添の様式４－３については特掲

診療料通知の別添２の様式44の７、別添の様式４－４については特掲診療料通知の別

添２の様式45、別添の様式４－５については特掲診療料通知の別添２の様式46、別添

の様式４－６については 基本診療料通知の別添６の様式20、別添の様式５については

訪問看護基準通知の別紙様式１、別紙様式の５－２については訪問看護基準通知の別

紙様式２、別添様式５－３については訪問看護基準通知の別紙様式３を用いても差し

支えない。 

注３ 医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」の「注２」、医療観察精神科デイ・

ケア「大規模なもの」の「注２」及び医療観察精神科デイ・ナイト・ケアの「注４」の

「疾患等に応じた診療計画」については、様式６又はこれに準じる様式（特掲診療料通

知様式２の様式46の２等）で作成すること。 

注４ 平成31年４月１日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師

とみなす。 

 ア 平成31年３月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者 

 イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者 

 

 



別添 

施設基準に係る届出書

 連絡先 

   担当者氏名： 

   電話番号： 

  

届出番号  

 

 (届出事項)   

 

 

施設基準に係る届出 

 □ 当該届出を行う前６月間において、地方厚生局に対して、心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律第 85 条第１項、健康保険法第 78 条第 1 項及び高齢者

の医療の確保に関する法律第 72 条第 1 項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬

の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。（訪問看護事業型指定通院医療

機関においては、当該届出を行う前６月間において、地方厚生局に対して、心神喪失等の状態で重

大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第 85 条第 1 項、健康保険法第 94 条第

1 項及び高齢者の医療の確保に関する法律第 81 条第１項の規定に基づく検査等の結果、指定訪

問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこ

と。） 

 

 標記について、上記基準のすべてに適合しているので、別添の様式を添えて届出します。 
 
 

      年   月   日 

 

 指定医療機関の所在地及び名称  
 

 開設者名 

 

 地方厚生局長  殿  

  備考１ 次ページの該当する施設基準に「レ」を記入すること。 

     ２ □には、適合する場合「レ」を記入すること。 

     ３ 届出書は、１通提出のこと。 

     ４ 医療観察診療報酬点数表第４章に定める事項を届け出る場合は、医科診療報酬等で届け出た様式

の複写を添付すること 

 



１ 「区分」欄ごとに、「新規届出」欄、「既届出」欄又は「算定しない」欄のいずれかをチェックする。 

２ 「新規届出」欄にチェックした場合は、「様式」欄に示す様式を添付する。 

３ 「既届出」欄にチェックした場合は、届出年月を記載する。 

４ 指定医療機関において「区分」欄に掲げる医療観察診療報酬を算定しない場合は、「算定しない」欄をチェックする。 

名称 新規届出 既届出 算定しない 様式 

医療観察一般病棟入院料 □ □  年  月 □ 1,1-2,1-3,1-4,1-7 

医療観察地域移行支援病棟入院料 □ □  年  月 □ 1,1-2,1-3,1-4,1-7 

医療観察看護師７対１配置加算 □ □  年  月 □ 1-2 

医療観察看護師夜間６対１配置加算 □ □  年  月 □ 1-2,1-3,1-5,1-6 

医療観察多職種協働加算 □ □  年  月 □ 1-2 

退院実績評価加算 □ □  年  月 □ 2 

医療観察薬剤管理指導料 □ □  年  月 □ 2,複写 

医療観察精神科身体合併症管理加算 □ □  年  月 □ 2,複写 

医療観察精神科慢性身体合併症管理加算 □ □  年  月 □ 2,複写 

通院対象者通院医学管理料 □ □  年  月 □ 3 

急性増悪包括管理料２ □ □  年  月 □ 3-2 

通院対象者社会復帰体制強化加算 □ □  年  月 □ 3-3,3-4 

医療観察児童思春期精神科専門管理加算 □ □  年  月 □ 4 

医療観察心理支援加算 □ □  年  月 □ 4 

医療観察療養生活継続支援加算 □ □  年  月 □ 4,複写 

医療観察認知療法・認知行動療法イ □ □  年  月 □ 4-2 

医療観察認知療法・認知行動療法ロ □ □  年  月 □ 4-2 

医療観察認知療法・認知行動療法ハ □ □  年  月 □ 4-2 

医療観察依存症集団療法 □ □  年  月 □ 4-3 

医療観察精神科作業療法 □ □  年  月 □ 4-4,4-6 

医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」 □ □  年  月 □ 4-5,4-6 

医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 □ □  年  月 □ 4-5,4-6 

医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 □ □  年  月 □ 4-5,4-6 

医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 □ □  年  月 □ 4-5,4-6 

医療観察精神科ナイト・ケア □ □  年  月 □ 4-5,4-6 

医療観察精神科デイ・ナイト・ケア □ □  年  月 □ 4-5,4-6 

医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 □ □  年  月 □ 4-7 

医療観察訪問看護基本料 □ □  年  月 □ 5 

医療観察機能強化型訪問看護管理料１ □ □  年  月 □ 5, 複写 

医療観察機能強化型訪問看護管理料２ □ □  年  月 □ 5, 複写 

医療観察機能強化型訪問看護管理料３ □ □  年  月 □ 5, 複写 

医療観察機能強化型訪問看護管理料４ □ □  年  月 □ 5, 複写 

医療観察 24 時間対応体制加算イ □ □  年  月 □ 5-2 又は 5-3 

医療観察 24 時間対応体制加算ロ □ □  年  月 □ 5-2 又は 5-3 

入院ベースアップ評価料 □ □  年  月 □ 複写 

外来・在宅ベースアップ評価料 □ □  年  月 □ 複写 

調剤ベースアップ評価料 □ □  年  月 □ 複写 

訪問看護ベースアップ評価料 □ □  年  月 □ 複写 

注）「複写」は医科診療報酬等で届け出た様式の複写を添付すること。施設基準において病棟単位の届出が必要な場合等は適宜書き換えること。 



様式１  

医療観察法病棟入院料の施設基準に係る届出書添付書類 

医療機関の概要 病床数            床 

精神保健指定医      常勤      人   非常勤      人 

薬剤師            常勤      人   非常勤      人 

当該病棟の概要 病床数            床 

精神保健指定医      常勤      人   非常勤      人 

医師(指定医を含む)    常勤      人   非常勤      人 

看護師            常勤      人   非常勤      人 

作業療法士 

精神保健福祉士      常勤      人   非常勤      人 

公認心理師 

当該病棟の構造設備 個室      室     床 1 床当たり床面積     平方メートル 

診察室    室 

処置室    室 

常設されている装置・器具等の名称・台数等 

・ 

保護室     室    床 １床当たり床面積     平方メートル 

集団精神療法室       平方メートル 

作業療法室       平方メートル 

談話室       平方メートル 

食堂       平方メートル 浴室の有無   有・無 

面会室       平方メートル 公衆電話の有無 有・無 

会議の設置状況  別紙 

マニュアル関係 
 事故・火災発生対応マニュアルの有無    有 ・ 無 

 無断退去等対応マニュアルの有無      有 ・ 無 

当該病棟の安全管理体制  構造設備面 

 

人員面 

 

 注１) 有無については、いずれかに○で囲むこと。 

 注２) 当該病棟の安全管理体制については、具体的に講じている安全管理体制を記載すること。(例：無断

退去等を防止するため、モニター及び保安照明を設置等) 



様式１－２ 

入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類 

１．入院基本料・特定入院料の届出 

届出入院料（届出区分）□ 医療観察一般病棟入院料   □ 医療観察地域移行支援病棟 
（□には、該当する場合「✓」を記入のこと） 

本届出の病棟数  ※（医療機関全体の数ではなく、届出に係る数を記載） 

本届出の病床数  ※（医療機関全体の数ではなく、届出に係る数を記載） 

□ 入院基本料・特定入院料の届出区分の変更なし （□には、該当する場合「✓」を記入のこと） 
 
２．看護師等の配置に係る加算の届出 

（新規に届け出るものについては「新規届出」欄、既に届出を行っているものについては「既届出」欄の□に「✓」を記入のこと。） 
新規 

届出 

既 

届出 
項目名 新規 

届出 

既 

届出 
項目名 

医療観察一般病棟入院料 医療観察地域移行支援病棟入院料 

□ □ 注10 医療観察看護師夜間６対１配置加算 □ □ 注９ 医療観察看護師７対１配置加算 

□ □ 注11 医療観察多職種協働加算 □ □ 注10 医療観察看護師夜間６対１配置加算 

 

３．入院対象者の数及び看護師の数 

① １日平均入院対象者数〔Ａ〕        人（算出期間   年  月  日 ～   年  月  日） 

・小数第１位を切り上げ（小数第１位までの数、例：12.34 → 12.4） 

② 月平均１日当たり看護師配置数        人 〔Ｃ／（日数×８）〕 

・小数第２位以下切り捨て（小数第１位までの数、例：12.34 → 12.3） 

・〔Ｃ〕は、看護師の「月延べ勤務時間数」（本様式「４．勤務実績表」の月延べ勤務時間数欄の上段「日勤時間帯」

と中段「夜勤時間帯において当該病棟で勤務した時間数」の計）である。 

・１日看護師配置数 ≦ 月平均１日当たり看護師配置数であること。 

（参考）１日看護師配置数(必要数)：      ＝〔（Ａ／配置区分の数）×３〕 

・小数第１位を切り上げ 

・医療観察看護師７対１配置加算を届け出ている場合：配置区分の数を「７」とすること。 

③ 夜勤時間帯（１６時間）     時    分 ～      時    分 

④ 月平均夜勤時間数        時間  〔（Ｄ－Ｅ）／Ｂ〕 

・小数第２位以下切り捨て 

・〔Ｄ－Ｅ〕は、月延べ夜勤時間数である。 

・〔Ｄ〕は、当該病棟における「月延べ夜勤時間数」（月延べ勤務時間数欄の中段「夜勤時間帯において当該病棟で勤

務した時間数」）の計である。 

・〔Ｅ〕は、月延べ夜勤時間数（月平均夜勤時間数の計算に含まない者の夜勤時間数）である。 

・〔Ｂ〕は、夜勤従事職員数の計である。 

・〔Ｂ〕〔Ｄ〕〔Ｅ〕は、看護師に係る数を計上する。 

⑤ 月平均１日当たり看護師夜間配置数      人 

（参考）夜間看護師配置数(必要数)：      ＝〔Ａ／配置区分の数〕 

・小数第１位を切り上げ 

・医療観察看護師６対１配置加算を届け出ている場合：配置区分の数を「６」とすること。 

⑥ 月平均１日当たり作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師配置数      人 

（参考）１日作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師配置数(必要数)：      ＝〔（Ａ／配置区分の数）×３〕 

・医療観察多職種協働加算を届け出ている場合：配置区分の数を「５」とすること。  



４．勤務実績表 

種別 
番

号 

病

棟

名 

氏名 
雇用・ 

勤務形態※１ 

夜勤の有無 日付別の勤務時間数※４ 

月延べ勤務
時間数 

（再掲）月平均夜勤時

間数の計算に含まない

者の夜勤時間数 ※５ 

（該当する

一つに○）

※２ 

夜勤従

事者数 

※３ 

１日

曜

２日 

曜 

３日

曜

････ 日

曜

看護師 

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 有･無･夜専 

        
      
      

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 有･無･夜専 

        
      
      

作業療

法士 

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 有･無･夜専 

        
      
      

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 有･無･夜専 

        
      
      

精神保

健福祉

士 

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 有･無･夜専 

        
      
      

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 有･無･夜専 

        
      
      

臨床心

理技術

者 

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 有･無･夜専 

        
      
      

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 有･無･夜専 

        
      
      

その他 

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 有･無･夜専 

        
      
      

   
常勤･短時間･非常勤･兼務 有･無･夜専 

        
      
      

夜勤従事職員数の計 〔Ｂ〕 
月延べ勤務時間数 
（上段と中段の計） 

〔Ｃ〕  

月延べ夜勤時間数 〔Ｄ－Ｅ〕 
月延べ夜勤時間数 

（中段の計） 
〔Ｄ〕 〔Ｅ〕 

１日看護職員配置数 

（必要数） 
〔（Ａ／配置区分の数）×３〕 月平均１日当たり看護職員配置数 〔Ｃ／（日数×８）〕 

 

〔記載上の注意〕 

 「雇用・勤務形態」（※１）は、短時間正職員の場合は「短時間」に、病棟と病棟以外（外来等）に従事する

場合又は病棟の業務と「専任」の要件に係る業務に従事する場合は「兼務」に○を記入すること。 

 「夜勤の有無」（※２）は、夜勤専従者は「夜専」に○を記入すること。月当たりの夜勤時間が８時間未満

の者は無に○を記入すること。夜勤有に該当する者について、夜勤を含めた交代制勤務を行う者（夜勤専従

者は含まない）は、「夜勤従事者数」（※３）に１を記入すること。ただし、夜勤時間帯に病棟と病棟以外

に従事する場合は、１か月間の夜勤時間帯に病棟で勤務した時間を、1 か月間の延べ夜勤時間（病棟と病棟

以外の勤務時間を含む）で除して得た数を記入すること。看護師と作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心

理技術者の勤務実績表をわけて作成しても差し支えない。 

 「日付別の勤務時間数」（※４）は、上段は日勤時間帯、中段は夜勤時間帯において当該病棟で勤務した時

間数、下段は夜勤時間帯において当該病棟以外で勤務した時間も含む総夜勤時間数をそれぞれ記入すること。 

 「月平均夜勤時間数の計算に含まない者の夜勤時間数」（※５）は、次の①から③の者の夜勤時間数を記入

すること。 

①夜勤専従者 

②月当たりの夜勤時間が８時間未満の者 

 

 



〔届出上の注意〕 

１ 届出前１か月の各病棟の勤務実績表を添付すること。 

２ 勤務体制及び申し送り時間を添付すること。 

３ 医療観察看護師夜間６対１配置加算（医療観察病棟入院料の注 10）を満たす必要があるため、日々の入

院患者数によって夜間の看護配置数が異なるものである。そのため、届出の際には、届出前１か月の日々

の入院患者数により夜間の看護職員の配置状況が分かる書類（様式１－３を参照）を添付すること。 



病棟名 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜 深夜 準夜

入院対象者数

看護師数

入院対象者数

看護師数

入院対象者数

看護職員数

入院対象者数

看護師数

入院対象者数

看護師数

①入院対象者数

②看護師数

①／②

[記載上の注意]

１　「準夜」は16時から24時まで、「深夜」は０時から８時までを示すこととし、月の初日の０時から末日の24時までの夜勤配置が確認できるように作成すること。

２　入院対象者数については、各勤務帯の最大の入院対象者数を記載すること。

３　看護師については、各勤務帯の勤務者数を記載し、遅刻・早退・他部署勤務があった場合は、当該病棟に勤務しなかった時間を別紙等でわかるように添付すること。

４　各病棟の記載欄は、病棟数に応じて適宜追加すること。

５　「①／②」については、小数第１位を切り上げること（小数第１位までの数、例：12.34 →12.4）。

６　２交替、３交替以外の交替勤務を行っている場合は、各勤務帯の従事者と看護職員数がわかるように様式を変更すること。

７　勤務帯ごとの患者数と看護職員数がわかる様式を別に作成している場合は、この様式に替えて提出しても差し支えないこと。

（　）
病棟

（　）
病棟

（　）
病棟

（　）
病棟

合計

27 28 29 30 3123 249 10 11 12 13 14 19 2016 17 18

（　）
病棟

21 22

様式１の３

（　　　　　　年　　　月）　夜　間　看　護　職　員　配　置　状　況

1 2 3 4 5 6 7 8 25 2615



様式１－４  

医療観察法病棟入院料の施設基準に係る届出書添付書類 

会議名 会議メンバー等 

  外部評価会議 

 開催予定回数 (  )回／週・月・年 

 参加メンバー (氏名・職種) 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

  運営会議 

 開催予定回数 (  )回／週・月・年 

 参加メンバー (氏名・職種) 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

  倫理会議 

 開催予定回数 (  )回／週・月・年 

 参加メンバー (氏名・職種) 

    ・ 

    ・ 

    ・ 

    ・ 

  治療評価会議 

 開催予定回数 (  )回／週・月・年 

 参加メンバー (氏名・職種) 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

  地域連携を確保するための会議 

 開催予定回数 (  )回／週・月・年 

 参加メンバー (氏名・職種) 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

注) 外部評価会議の参加メンバーのうち、他の指定入院医療機関の医師の場合は（他）と、自施設以外の精神保健判定

医の場合は（判）と、職種の後に記載すること。 



様式１－５ 

医療観察看護師夜間６対１配置加算の施設基準に係る届出書添付書類 

 

行動制限最小化に係る委員会 

開催回数（  ）回／月 

 

参加メンバー（職種） 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 

 

 

 

 

 

行動制限最小化に係る 

基本指針の作成日時 

 

   年   月   日作成 

 

研修会の実施頻度 

 

開催回数（     ）回／年 

[記載上の注意] 

 行動制限最小化に係る基本指針を添付すること。 



様式１－６

新規
届出

既
届出

□ □

２　新規届出時又は毎年４月時点の状況について記載する事項

　（□には、適合する場合「✓」を記入すること。）

　　　　　年　　　月　　　日時点の看護職員の負担の軽減に対する体制の状況
（１）　看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制

ア　看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する責任者　 氏名： 職種：

イ　看護職員の勤務状況の把握等

(ア)　勤務時間　 平均週　　　　　　　時間 （うち、時間外労働　　　　　　時間）

(イ)　2交代の夜勤に係る配慮 □　勤務後の暦日の休日の確保　

□　仮眠２時間を含む休憩時間の確保

□　16時間未満となる夜勤時間の設定

□　その他

　（具体的に：               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

(ウ)　3交代の夜勤に係る配慮 □　夜勤後の暦日の休日の確保　

□　その他

　（具体的に：               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

ウ　多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議 開催頻度：　　　　　　　回／年

参加人数：平均　　　　　　人／回

参加職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

エ　看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画 □　計画策定

□　職員に対する計画の周知

オ　看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項 □　医療機関内に掲示する等の方法で公開

　　の公開 　（具体的な公開方法：         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

（２）　看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する具体的な取組内容

ア　業務量の調整 □　時間外労働が発生しないような業務量の調整

イ　看護職員と他職種との業務分担 □　薬剤師　　  □　リハビリ職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)

□　臨床検査技師　　 □　臨床工学技士　　

□　その他（職種　　　　　　　　　　　　　　　）

ウ　看護補助者の配置 □　主として事務的業務を行う看護補助者の配置

□　看護補助者の夜間配置

エ　短時間正規雇用の看護職員の活用 □　短時間正規雇用の看護職員の活用

オ　多様な勤務形態の導入 □　多様な勤務形態の導入

カ　妊娠・子育て中、介護中の看護職員に対する □　院内保育所 □　夜間保育の実施　

　　配慮 □　夜勤の減免制度

□　休日勤務の制限制度

□　半日・時間単位休暇制度

□　所定労働時間の短縮

□　他部署等への配置転換

キ　夜勤負担の軽減 □　夜勤従事者の増員

□　月の夜勤回数の上限設定

医療観察看護師夜間６対１配置加算 　　年　　月　　日

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制

１　看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を要件とする加算の届出状況
　　（新規に届け出るものについては「新規届出」欄、既に届出を行っているものについては「既届出」欄の□に「✓」を記入のこと。）

項目名 届出年月日



（３）　夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等

　（□には、適合する場合「✓」を記入すること。）

①　交代制勤務の種別　（□３交代、　□変則３交代、　□２交代、　□変則２交代　）

②　夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理

〔記載上の注意〕
１　２（１）イ(ア)の勤務時間の算出に当たっては、常勤の看護職員及び週32時間以上勤務する非常勤の看護職員を対象とすること。
２　２（３）①の交代制勤務の種別は、当該保険医療機関において当てはまるもの全てに「✓」を記入すること。

　・アからエについては、届出前１か月の各病棟の勤務実績が分かる書類

　・カについては、業務量を把握・調整する仕組み及び部署間の業務標準化に関する院内規定及び業務量を把握・調整した実績が分かる書類
　・コについては、院内保育所の開所時間が分かる書類、届出前１か月の利用実績が分かる資料

４　同一の医療機関で本届出に係る複数の加算を届け出る又は報告する場合、本届出は１通のみでよい。

□イ　正循環の交代周期の確保（３交代又は変則３交代のみ）

ウ　夜勤の連続回数が２連続（２回）まで

□ア　11時間以上の勤務間隔の確保

□

□エ　暦日の休日の確保

オ　早出・遅出等の柔軟な勤務体制の工夫

□

（　□　）(イ)部署間における業務標準化

（　□　）

□
カ　夜間を含めた各部署の業務量の把握・調整するシステムの構
築

(ア)過去１年間のシステムの運用

　・オについては、深夜や早朝における業務量を把握した上で早出・遅出等の柔軟な勤務体制を設定していることが分かる書類、届出前１か月の早出・遅出
等の勤務体制の活用実績が分かる書類

　・サについては、使用機器等が分かる書類、使用機器等が看護職員の業務負担軽減に資するかどうか評価を行っていることが分かる書類

□

□キ　夜間院内保育所の設置

ク　ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減

３項目以上

（　　　　　）該当項目数

（参考）満たす必要がある項目数

３　２（３）②「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理」の項目のうち□に「✓」を記入したものについて、以下の書類を添付すること。



様式１－７  

入院対象者入院医学管理を行う精神病棟に勤務する従事者の名簿 

No 職種 氏名 勤務の態様 勤務時間 備考 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

      常勤    専 従     

非常勤  非専従 

注) 職種の欄には、医師、看護師等と記入すること。  



様式１－８

□

□

□

〔記載上の注意〕

１：該当する
２：該当しない

民間職業紹介事業者の利用
　（該当するいずれか１つを○で囲むこと。）

医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認
定制度による適正認定事業者の利用
（該当するいずれか１つを○で囲むこと。）

看護師の確保に係る取組の状況
（該当するすべての□に「✔」を記入する
こと。）

職業安定法（昭和22年法律第141号）第８条に定
める公共職業安定所の活用

職業安定法（昭和22年法律第141号）第33条に定
める都道府県ナースセンター等の無料職業紹介
事業の活用

１：該当する
２：該当しない

やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱いに係る届出書添付書類

上記を満たさなくなったやむを得ない事情
の概要

看護師の数と入院対象者の比率

報告対象初月の１か月

　　　　　　　床③　①の病棟の届出病床数

報告対象前月の１か月 　　　　　　　人

　　　　　　　人

看護
師の
配置
の状
況等

これまでのやむを得ない事情における施設基準等に関する取扱いに係る届出状況

　　　　　　　人

　　　　　　　人

⑤　①の病棟の月平均１日当たり看護師数
　［報告対象初月の１か月］

基本診療料の施設基準通知の第２の１
（２）を満たさなくなった施設基準

届出に係る病棟ごとに記入すること。

④ ①の病棟の１日平均入院対象者数［１か月］

民間職業紹介事業者の利用状況

⑥　①の病棟の常勤換算看護師数
　［報告対象初月の翌月の１日］

　　　　年　　　　月報告の対象となった最初の月（和暦で記載すること。）

１：該当する
２：該当しない

今回の届出より以前に届出を行ったことがある
（該当するいずれか１つを○で囲むこと。）

　　　　年　　　　月
「１」の場合、報告の対象となった最初の月
（和暦で記載すること。）

①　特例を使用する病棟の入院料

②　①の病棟の看護師配置区分



様式２ 

入院対象者入院医学管理料の施設基準に係る届出書添付書類 

新規 

届出 

既 

届出 
項目名 

新規 

届出 
既 

届出 
項目名 

退院実績評価加算 □ □ 医療観察薬剤管理指導料 

30床以上 □ □ 医療観察精神科身体合併症管理加算 

□ □ （１）７人以上14人以下 □ □ 医療観察精神科慢性身体合併症管理加算 

□ □ （２）15人以上19人以下    

□ □ （３）20人以上    

15床以上30床未満    

□ □ （１）５人以上８人以下    

□ □ （２）９人以上12人以下    

□ □ （３）13人以上    

15床未満    

□ □ （１）３人以上    

□ □ （２）４人以上    

□ □ （３）５人以上の場合    

 

退院実績評価加算の施設基準に係る退院実績 

医療機関の概要 病床数            床 

退院許可決定又は処遇終了決定の実績  令和    年度           人 

〔記載上の注意〕 

・退院許可決定又は処遇終了決定の実績は、届出日の属する年度の前年度の実績を記載すること。 

 

〔届出上の注意〕 

・退院実績評価加算の施設基準に係る実績は、届出日の属する年度において適用するものであり、年度が変わ

るごとに届出すること。 

・医療観察薬剤管理指導料の施設基準を届け出る場合であって、指定入院医療機関と同一の保険医療機関が薬

剤管理指導料の施設基準の届出をしている場合には、当該届出に用いた様式の複写を届出書に添付すること。

届出をしていない場合は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和８

年３月５日保医発 0305 第８号）（以下「特掲診療料通知」という。）の別添２の様式４及び様式 14 を用いる

こと。 

・医療観察精神科身体合併症管理加算の施設基準を届け出る場合には、指定入院医療機関と同一の保険医療機

関が精神科身体合併症管理加算の施設基準の届出をしている場合、当該届出に用いた様式の複写を届出書に

添付すること。届出をしていない場合は「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いに

ついて」（令和８年３月５日保医発 0305 第７号）（以下「基本診療料通知」という。）の別添７の様式 31 を用

いること。 

・医療観察精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準を届け出る場合には、指定入院医療機関と同一の保険医

療機関が精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準の届出をしている場合、当該届出に用いた様式の複写を

届出書に添付すること。届出をしていない場合には基本診療料通知の別添７の様式 32 の２を用いること。 



様式３ 

通院対象者通院医学管理料の施設基準に係る届出書添付書類 

医療機関の概要 

 病床数      床 

 精神保健指定医  常勤    人  非常勤    人 

 看護師        常勤    人  非常勤    人 

 作業療法士     常勤    人  非常勤    人 

 精神保健福祉士  常勤    人  非常勤    人 

 公認心理師     常勤    人  非常勤    人 

当該医療機関における精

神病棟の入院基本料等の

届出区分 

精神病棟

入院基本

料 

区分 □10 対１ □13 対１ □15 対１ □18 対１ □20 対１ 

    □特別 

    (           ) 

特定入院

料 

区分 □精神科救急急性期医療入院料 1  2 

    □精神科急性期治療病棟入院料 1  2 

    □精神科救急・合併症入院料 

    □精神療養病棟入院料 

    （           ） 

当該施設基準を下回って

いる場合の連携医療機関 

 医療機関名 

 所在地 

 担当医師の氏名 

多職種チーム会議 

 開催予定回数 (  )回／週・月・年 

 参加メンバー (氏名・職種) 

 ・ 

ケア会議 
 参加予定メンバー (氏名・職種) 

 ・ 

訪問看護の体制  担当医師数    人 看護師数    人 その他    人 

訪問看護の体制がない場

合の連携体制 

 連携訪問看護ステーション名 

 所在地 

 看護師数     人 

精神科デイ・ケアの体制  医科診療報酬点数表による届出の有無 有・無 

精神科デイ・ケアの体制が

ない場合の連携体制 

 医療機関名 

 所在地 

 医科診療報酬点数表による届出の有無 有・無 

 緊急時の連絡・対応方法 

注) 緊急時の連絡・対応方法についての患者等への説明文書の例等、参考書類を添付

すること。  



様式３－２ 

急性増悪包括管理料２の施設基準に係る届出書添付書類 

 

当該医療機関におけ

る精神病棟の入院基

本料等の届出区分 

精神病棟入院

基本料 

□10 対１入院基本料 

□13 対１入院基本料 

□15 対１入院基本料 

特定機能病院

入院基本料 
□特定機能病院入院基本料（精神病棟に限る） 

特定入院料 

□精神科救急急性期医療入院料 

□精神科急性期治療病棟入院料 

□精神科救急・合併症入院料 

□地域移行機能強化病棟入院料 

多職種チーム会議 

 

 参加メンバー (氏名・職種) 

 ・ 

ケア会議 
 参加予定メンバー (氏名・職種) 

 ・ 

オンライン会議の体制  オンライン会議の体制の有無   有 ・ 無 

 



様式３－３ 

通院対象者社会復帰体制強化加算の施設基準に係る 

届出書添付資料 

従事者数 

作業療法

士 
常勤 

専任 名 
非常勤 

専任 名 

非専任 名 非専任 名 

精神保健

福祉士 
常勤 

専任 名 
非常勤 

専任 名 

非専任 名 非専任 名 

公認心理

師等 
常勤 

専任 名 
非常勤 

専任 名 

非専任 名 非専任 名 

  過去 3 年間の受入

れ実績 

・同時期に３名以上の受入れ実績について 

  受入れ時期 

     年  月  日   ～    年  月  日 

 



様式３－４  

通院対象者社会復帰体制強化を行う指定通院医療機関に勤務する従事者の名簿 

No 職種 氏名 勤務の態様 勤務時間 備考 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

      
 常勤   専任 

    
 非常勤  非専任 

注) 職種の欄には、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師と記入する
こと。 



様式４  

□ 医療観察児童思春期精神科専門管理加算 

□ 医療観察心理支援加算         の施設基準に係る届出書添付書類 

□ 医療観察療養生活継続支援加算 

 

１．医療観察児童思春期精神科専門管理加算 

（１）精神科医の配置に関する要件 

①主として 20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を５年以上有する精神

保健指定医 

  ※ 非常勤の精神保健指定医を組み合わせた場合を含む。 

常勤 

換算 
氏   名 

勤務の 

態様 

精神保健指定医に指定されてからの精神科

の経験年数 

 
うち、主として 20歳未満の患者

に対する精神医療に従事した年数 

□  
□常勤 

□非常勤 

                  年 

              年 

□  
□常勤 

□非常勤 

                  年 

              年 

 

②主として 20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験１年以上を含む精神科

の経験を３年以上有する精神科医 

  ※ 非常勤の精神保健指定医を組み合わせた場合を含む。 

常勤 

換算 
氏   名 

勤務の 

態様 

精神科の経験年数 

 
うち、主として 20歳未満の患者

に対する精神医療に従事した年数 

□  
□常勤 

□非常勤 

                                年 

              年 

□  
□常勤 

□非常勤 

                                年 

              年 

 

（２）専任の精神保健福祉士等の配置に関する要件 

氏名 職種 

  

 
［記載上の注意］ 

「１」の精神保健指定医及び精神科医の氏名、勤務の態様及び勤務時間について、別
添の様式７を添付すること。また、当該精神保健指定医の指定番号がわかるものを添付
すること。 

週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を
行っている非常勤医師を組み合わせて配置している場合には、当該医師の「常勤換算」
の□に「✓」を記入すること。 

 



２．医療観察心理支援加算 

常勤の精神保健指定医 

氏名 指定医番号 

  

 

３．医療観察療養生活継続支援加算 

（１）医療観察療養生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は、指定通院医療機
関と同一の保険医療機関において、医科診療報酬点数表第２章第８部第１節Ｉ００
２の注８に掲げる療養生活継続支援加算の届出をしている場合は、当該届出に用い
た様式の複写を届出書に添付すること。 

（２）届出をしていない場合は、特掲診療料通知の別添２の様式 44 の５の２を用いる
こと。 

 



様式４－２ 
  

医療観察認知療法・認知行動療法イ 
医療観察認知療法・認知行動療法ロ の施設基準に係る届出書添付資料 
医療観察認知療法・認知行動療法ハ 

 
※該当する届出事項を○で囲むこと。 

１ 医療観察認知療法・認知行動療法の届出 

標榜診療科   

医師の氏名   

研修受講の有無 有  ・  無 

研修の名称 
ア 認知行動療法研修事業（厚生労働省事業） 

イ その他（名称） 

 
２ 医療観察認知療法・認知行動療法ロ又はハの専任の看護師又は公認心理

師に係る要件 
 
（１）医療観察認知療法・認知行動療法イを行う外来に２年以上勤務し、専

任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が行う治療に係る面接に
60 回以上同席した経験があること。 

勤務した医療機関名（                ）  
勤務した期間   （  年  月～  年  月   ）  
同席した面接   （               回） 
 

（２）○うつ病等の気分障害の患者に対して、当該看護師が認知療法・認知
行動療法の手法を取り入れた面接を過去に５症例 60 回以上実施し
ていること。 

○うつ病等の気分障害、強迫性障害、社交不安障害、パニック障
害、心的外傷後ストレス障害又は神経性過食症の患者に対して、
当該公認心理師が認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に
に係る面接を過去に５症例 60 回以上実施していること。 
自ら行った面接        （   症例   回 ） 

 
（３）認知療法・認知行動療法について適切な研修を修了していること。 

研修名 （                     ）  
主催者名（                     ）  
厚生労働省による「認知行動療法研修事業」でスーパーバイザーを
務めた経験を有する講師 

（                     ）  
 
［記載上の注意］ 
１ 「１」について、研修受講有の場合、研修の名称を記載すること。 
２ 「２」（３）について、複数の研修を修了している場合は、余白に記載

すること。 
３ 「２」（３）について、適切な研修を修了したことを確認できる資料

（修了証、プログラム等。当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者
の氏名等を記載した一覧でも可。）を添付すること。 



様式４－３ 

医療観察依存症集団療法の施設基準に係る届出書添付書類 

１ 依存症集団療法イの施設基準 

 
（１）専任の精神科医 

氏 名  薬 物 依 存 症 に対 する集 団 療 法 に係 る適 切 な研 修  

 あり ・  なし 

 
（２）専任の看護師等 

氏 名  職 種  
薬 物 依 存 症 に対 する集 団  

療 法 に係 る適 切 な研 修  

 看 護 師  ・  作 業 療 法 士  あり ・  なし 

 

２ 依存症集団療法ロの施設基準 

 
（１）ギャンブル依存症に係る専門医療機関 

ギャンブル依 存 症 に係 る専 門 医 療 機 関 の選 定  あり ・  なし 

 
（２）専任の精神科医 

氏 名  ギャンブル依 存 症 に対 する集 団 療 法 に係 る適 切 な研 修  

 あり ・  なし 

 
（３）専任の看護師等 

氏 名  職 種  
ギャンブル依 存 症 に対 する 

集 団 療 法 に係 る適 切 な研 修  

 看 護 師  ・  作 業 療 法 士  あり ・  なし 

 
３ 依存症集団療法ハの施設基準  
 
（１）専任の精神科医 

氏 名  アルコール依 存 症 に対 する集 団 療 法 に係 る適 切 な研 修  

 あり ・  なし 

 
（２）専任の看護師等 

氏 名  職 種  
アルコール依 存 症 に対 する 
集団療法に係る適切な研修 

 看 護 師  ・  作 業 療 法 士  あり ・  なし 

 



［記載上の注意］ 
１ 精神科医及び看護師等について、依存症に対する集団療法に係る適切な 

研修を修了していることがわかる書類を添付すること。 
２ 「２」について届け出る場合は、「依存症専門医療機関及び依存症治療 
拠点機関の整備について」（平成 29 年６月 13 日障発 0613 第４号厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に規定するギャンブル依存症に
係る専門医療機関に選定されていることがわかる書類を添付すること。 

 



様式４－４ 

医療観察精神科作業療法の施設基準に係る届出書添付書類 

当該療法に従事す

る作業療法士 
常勤 

専 従 名 非常

勤 

専 従 名 

非専従 名 非専従 名 

専用施設の面積 平方メートル 

当該療法を行うために必要な専用の器械・器具の一覧 

手工芸   

木工   

印刷   

日常生活動作   

農耕又は園芸   

 

病院の種別（該当する□に✓をつけること。） 

 □精神科病院 

 □精神病棟を有する病院であって、入院基本料（精神病棟入院基本料の特別入院基本

料以外の特別入院基本料を除く。）、精神科急性期治療病棟入院料又は精神療養病棟

入院料を算定する病院 

 

［記載上の注意］ 

１ 当該治療に従事する作業療法士の氏名、勤務の形態及び勤務時間について、様式７を添

付すること。なお、当該療法に専従である作業療法士であるかについて備考欄に記載する

こと。ただし、精神科作業療法を実施しない時間帯において、精神科ショート・ケア、精

神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デ



イ・ケア（以下「精神科ショート・ケア等」という。）に従事することは差し支えない。

また、精神科作業療法と精神科ショート・ケア等の実施日・時間が異なる場合にあっては、

精神科ショート・ケア等の専従者として届け出ることは可能である。 

２ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。 
 



様式４－５ 

医療観察精神科［      ］ケアの施設基準に係る 

届出書添付資料 

従

事

者

数 

医師 常勤 
専任 名 

非常勤 
専任 名 

非専任 名 非専任 名 

作業療法士 常勤 
専従 名 

非常勤 
専従 名 

非専従 名 非専従 名 

経験を有する看

護師 
常勤 

専従 名 
非常勤 

専従 名 

非専従 名 非専従 名 

看護師 常勤 
専従 名 

非常勤 
専従 名 

非専従 名 非専従 名 

准看護師 常勤 
専従 名 

非常勤 
専従 名 

非専従 名 非専従 名 

精神保健福祉士 常勤 
専従 名 

非常勤 
専従 名 

非専従 名 非専従 名 

公認心理師等 常勤 
専従 名 

非常勤 
専従 名 

非専従 名 非専従 名 

栄養士 常勤 
専従 名 

非常勤 
専従 名 

非専従 名 非専従 名 

看護補助者 常勤 
専従 名 

非常勤 
専従 名 

非専従 名 非専従 名 

専用施設の面積 
平方メートル 

  患者 1 人当たり                         平方メートル 

注１) ［  ］内には、ショート、デイ、ナイト又はデイ・ナイトと記入する

こと。 

注２) 経験を有する看護師とは、精神科ショート・ケアにあっては精神科シ

ョート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を、精神科デイ・ケアにあっ

ては精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を、精神科ナイ

ト・ケアにあっては精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア又は精神

科ナイト・ケアの経験を、精神科デイ・ナイト・ケアにあっては精神科

ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ

イ・ナイト・ケアの経験を有する看護師をいう。 

 



様式４－６ 

［          ］に勤務する従事者の名簿 

No 職種 氏名 勤務の態様 勤務時間 備考 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

      
常勤    専従    専任 

    
非常勤   非専従  非専任 

注) 職種の欄には、医師、看護師等と記入すること。 



様 式 ４ － ７  

医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準に係る届出書添付書類 

 

 

１ 統合失調症の診断・治療に十分な経 

験を有する精神科医の氏名 

 

 

□ 常勤換算 

 

 

□ 常勤換算 

 

 

２ 統合失調症について十分な知識を有 

する薬剤師の氏名 

 

 

３ 副作用発現時に対応するための体制の概要 

 

 

 

 

注）「１」については、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上

の勤務を行っている精神科医である非常勤医師を組み合わせて配置している場合には、当該医

師の「常勤換算」の□に「✓」を記入すること。なお、当該配置を行う場合は、勤務形態及び勤務

時間に係る届け出を、様式４－６を用いて行うこと。 



様式５ 

医療観察訪問看護基本料及び医療観察機能強化型訪問看護管理料 

に係る届出書（届出・変更・取消し）の添付書類 
 

連絡先 

 担当者氏名： 

 電話番号： 

   

 受理番号 （医訪看基 10）      号 
 

  

 

受付年月日       年   月   日  決定年月日        年   月   日 

 

（届出事項）     医療観察訪問看護基本料に係る届出 

上記のとおり届け出ます。 

   年   月   日 

医療観察訪問看護事業者の所在及び名称 

代表者の氏名                     

地方厚生局長 殿 

届出内容 

 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ  

訪問看護事業型指定通院医療機関の 

所在地及び名称 

管理者の氏名 

当該届出に係る医療観察訪問看護を行う看護師等 

氏名 職種 当該医療観察訪問看護を行うために必要な経験内容 

  （１）（   ） 経験内容： 

（２）（   ） 経験内容： 

（３）（   ） 経験内容： 

（４）（   ） 経験内容： 

  （１）（   ） 経験内容： 

（２）（   ） 経験内容： 

（３）（   ） 経験内容： 

（４）（   ） 経験内容： 

  （１）（   ） 経験内容： 

（２）（   ） 経験内容： 

（３）（   ） 経験内容： 

（４）（   ） 経験内容： 

備考：職種とは、保健師、看護師又は作業療法士の別を記載すること。 

：経験内容は、以下の（１）～（４）のうち該当するものに○を付した上で、具体的かつ簡潔 

に記載すること 

（１）精神科を標榜する保険医療機関における精神病棟又は精神科外来の勤務経験 １年以上 

（２）精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験 １年以上 

（３）精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務経験 １年以上 

（４）精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした 20 時間以上の研修の修了 

  （研修を修了したことが確認できる文書（当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の 

氏名等を記載した一覧でも可）を添付すること。） 

：届出書は、１通提出のこと。 
 



 
（届出事項）     医療観察機能強化型訪問看護管理料に係る届出 

上記のとおり届け出ます。 

   年   月   日 

医療観察訪問看護事業者の所在及び名称 

代表者の氏名                     

地方厚生局長 殿 

届出内容 

 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ  

訪問看護事業型指定通院医療機関の 

所在地及び名称 

管理者の氏名 

 

新規 

届出 

既 

届出 
項目名 

□ □ 医療観察機能強化型訪問看護管理料１ 

□ □ 医療観察機能強化型訪問看護管理料２ 

□ □ 医療観察機能強化型訪問看護管理料３ 

□ □ 医療観察機能強化型訪問看護管理料４ 

備考 

・訪問看護事業型指定通院医療機関と同一の指定訪問看護事業所において、訪問看護算

定告示に定める機能強化型訪問看護管理療養費の届出をしている場合は、当該届出に用

いた様式の複写を届出書に添付すること。 

 

 



様式５－２ 

 

医療観察 24 時間対応体制加算に係る届出書（届出・変更・取消し） 

 

連絡先 

 担当者氏名： 

 電話番号： 

 受理番号 （医訪看対 23）     号 

   

受付年月日   年   月   日  決定年月日   年   月   日 

 

（届出事項）        

該当するものに「✓」を記入すること。保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を受ける場

合は、「24 時間対応体制加算（保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を受ける場合）」

にも「✓」を記入すること。 

１．24 時間対応体制加算 

□ イ 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合 

□ ロ イ以外の場合 

□ 保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当する場合 

  ２． 特別管理加算  

□ 特別管理加算 
 

上記のとおり届け出ます。 

  年   月   日 

医療観察訪問看護事業者 

の所在地及び名称 

代表者の氏名                   

地方厚生局長 殿 
 

ステーションコード   

訪問看護事業型指定通院医療機関の 

所在地及び名称 

                   管理者の氏名 

 

１．医療観察 24 時間対応体制加算に係る届出内容 

○連絡相談を担当する職員（   ）人 

保健師             人 常勤         人 非常勤        人 

看護師             人 常勤         人 非常勤        人 

※ 連絡相談担当は保健師又は看護師の別に記載すること。 

 

○保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当する場合 

 ● 医療観察24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制 

□ ア 看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び



相談に対応する際のマニュアルの整備 

□ イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連

絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制の整備 

□ ウ 連絡相談を担当する看護師以外の職員の勤務体制及び勤務状況の明確化 

※ アに係るマニュアルを添付すること。 

※ イ及びウに係る勤務態勢及び勤務状況を明らかにした書類等については、照会に対し

速やかに回答できるように訪問看護事業型指定通院医療機関に保管すること。 

 

●連絡相談を担当する職員（    ）人 ※保健師、看護師以外 

職種 人数 

（           ）         人 常勤        人 非常勤       人 

（           ）                        人 常勤        人 非常勤       人 

（           ）                  人 常勤        人 非常勤       人 

○連絡方法 

 

○連絡先電話番号 

1           (        ) 4           (        ) 

2           (        ) 5           (        ) 

3           (        ) 6           (        ) 

※ 連絡相談担当は保健師、看護師の別を記載すること。 

※ 連絡先電話番号については、直接連絡のとれる連絡先を複数記載すること。 

 

○医療観察 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組 

□ ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保 

□ イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が２連続（２回）まで 

□ ウ 夜間対応後の暦日の休日確保 

□ エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫 

□ オ ＩＣＴ、ＡＩ、ＩｏＴ等の活用による業務負担軽減 

□ カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保 

※ 医療観察 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組は、「医療観察 24 時

間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合」を届け出る場合

に、該当するものに「✓」を記入すること。ア又はイのいずれかには必ず「✓」を記入す

ること。 

※ アからカまでの取組状況等については、照会に対し速やかに回答できるように訪問看

護事業型指定通院医療機関に保管すること。 

 

 

 

 

 

 



様式５－３ 

医療観察 24 時間対応体制加算（基準告示第３に規定する地域又は医療を提供しているが医療資源の少な

い地域又は地域の相互支援ネットワークに参画している場合）に係る届出書（届出・変更・取消し） 
 

連絡先 

    担当者氏名： 

    電話番号： 
受理番号 （医訪看対23）       号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受付年月日    年   月   日 
 
 
 

決定年月日    年   月   日 

    

（届出事項）  医療観察24時間対応体制加算 

（基準告示第３に規定する地域又は医療を提供しているが医療資源の少ない地域又は地域の

相互支援ネットワークに参画している場合） 

上記のとおり届け出ます。 

   年   月   日 

医療観察訪問看護事業者 

の所在地及び名称 

①                                   代表者の氏名                   

 

②                                   代表者の氏名                   

  

地方厚生局長 殿 

 ① ② 
ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ   

訪問看護事業型指

定通院医療機関の

所在地及び名称 

 

 

（  ）基準告示第３  （  ）医療資源の少ない地域 

（  ）地域の相互支援ネットワークに参画 

 
 
（  ）基準告示第３  （  ）医療資源の少ない地域 

（  ）地域の相互支援ネットワークに参画 
管理者の氏名   

保健師又は看護師

以外の職員による

連絡相談体制 

  

※ 保健師又は看護師以外の職員が連絡相談をする場合は、（ ）に○を付すこと。 

医療観察24時間対応体制加算に係る届出内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○連絡相談を担当する職員（   ）人（①・②訪問看護事業型指定通院医療機関の合計）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

訪問看護事業型

指定通院医療機関 
① ② 

 
 
 連絡相談を 

担当する職員 
人 人 

保健師 人 
常勤         

      人 

非常勤      

       人 
人 

常勤         

      人 

非常勤      

       人 

看護師 人 
常勤      

      人 

非常勤      

       人 
人 

常勤         

      人 

非常勤      

       人 

○連絡方法 

 

 

 

 

 

  
 



 

 ○連絡先電話番号 

１      （     ） １      （     ） 

２      （     ） ２      （     ） 

３      （     ） ３      （     ） 
 

 

 
※ 連絡相談担当は保健師又は看護師の別に記載すること。 

※ 連絡先電話番号については、直接連絡のとれる連絡先を複数記載すること。 

 
○保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当する場合の届出内容① 

 ● 医療観察24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制 

□ ア 看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際の

マニュアルの整備 

□ イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪

問看護が可能な体制の整備 

□ ウ 連絡相談を担当する看護師以外の職員の勤務体制及び勤務状況の明確化 

※ アに係るマニュアルを添付すること。 

※ イ及びウに係る勤務態勢及び勤務状況を明らかにした書類等については、照会に対し速やかに回答できるように

訪問看護事業型指定通院医療機関に保管すること。 

●連絡相談を担当する職員（    ）人 ※保健師、看護師以外 

職種 人数 

（                        ）          人 常勤        人 非常勤       人 

（                        ）          人 常勤        人 非常勤       人 

（                        ）          人 常勤        人 非常勤       人 
 

○保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当する場合の届出内容② 

 ● 医療観察24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制 

□ ア 看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際の

マニュアルの整備 

□ イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪

問看護が可能な体制の整備 

□ ウ 連絡相談を担当する看護師以外の職員の勤務体制及び勤務状況の明確化 

※ アに係るマニュアルを添付すること。 

※ イ及びウに係る勤務態勢及び勤務状況を明らかにした書類等については、照会に対し速やかに回答できるように

訪問看護事業型指定通院医療機関に保管すること。 

 

●連絡相談を担当する職員（   ）人 ※保健師、看護師以外 

職種 人数 

（                        ）          人 常勤        人 非常勤       人 

（                        ）          人 常勤        人 非常勤       人 

（                        ）          人 常勤        人 非常勤       人 
 

 



様式６ 

医療観察デイ・ケア等 疾患別等診療計画 

患 者 氏 名   

 

性 別   生 年 月 日   

主 治 医   デイ・ ケア

担 当 職 員  

 

診  断   

 

既 往 症   

入 院 歴  □なし □あり（ 最 終 入 院   年   月 ～   年   月    病 院 ）  

治 療 歴  

(デイ・ ケア

等 の利 用 歴

を含 む) 

□なし □あり 

デイ・ ケア等 利 用 歴  

□ショート・ ケア    （ 施 設 名           利 用 期 間          ）  

□デイ・ ケア      （ 施 設 名           利 用 期 間          ）  

□ナイト・ ケア     （ 施 設 名           利 用 期 間          ）  

□デイ・ ナイト・ ケア  （ 施 設 名           利 用 期 間          ）  

□その他         （ 施 設 名           利 用 期 間          ）  

現 在 の状 況

(症 状 ・ 治 療

内 容 等 ) 

 

デイ・ ケア利

用 目 的  

 

 

 

デイ・ ケア内

容  

(具 体 的 なプログラム内 容 とその実 施 頻 度 及 び期 間 について記 載 をすること。)  

 

 

デイ・ ケア目

標  

短 期 目 標 （ 概 ね３ ヶ月 以 内 ）  

 

 

長 期 目 標 （ 概 ね１ 年 以 内 ）  

 

 

特 記 事 項   

 

 



 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第 

 
 

号 

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行

者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
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す
る
法
律
第
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十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
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に
要
す
る
費
用
の
額
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に
基

基
本
診
療
料

及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
適
用

同
年
三
月
三
十
一

日
に
お
い
て
現
に
指
定
入
院
医
療
機
関
で
あ
る
医
療
機
関

告
示
に
よ
る
改
正
後
の
施
設
基
準
等
第
三
の
一
の

三
に
規
定
す
る
医
療
観
察
地
域
移
行
支
援
病
棟
入
院
料
を
適
用
す
る
場
合

告
示
の
適
用
の
日
か
ら
令
和
九

年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限

施
設
基
準
等
第
三
の
一
の
三
の
⑹

び
臨
床
心

理
技
術
者
の
数
の
合
計

当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に

社

会
復
帰
期
の
入
院
対
象
者
の
看
護
に
一
定
の
経
験
の
あ
る

び
臨
床
心
理
技
術
者

の
数
の
合
計

当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

作
業
療
法

び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計

当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に

 

基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



 

令
和
八
年 

 

月 
 

 

日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 



 

は

 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

第
一
・
第
二 

 

第
一
・
第
二 

 
第
三 
基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等 

第
三 

基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等 

一 
医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
１
に
規
定
す
る
医
療
観
察
一
般
病
棟
入

院
料
の
施
設
基
準 

⑴ 

次
に
掲
げ
る
病
棟
を
単
位
と
し
て
行

 

 
 
 

㈠ 

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号

の
決
定
を
受
け
た
者

主
と
し
て
集
中
的
な
治
療
を
要
す

る
も
の
を
入
院
さ
せ
る
病
棟 

 
 
 

㈡ 

㈠
に
掲

病
院
の
病
棟
の
一
部

法

第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決

定
を
受
け
た
者

集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ

せ
る
た
め
の
精
神
病
床

を
超
え
な
い
も
の
に
限

よ
り
構
成
さ
れ
る

 

⑵ 

医
療
法
施
行
規
則

昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号

第
十
九

条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
薬
剤
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ

 

⑶ 

当
該
病
棟
に
お
け
る
医
師
の
数

当
該
病
棟
の
法
第
四
十
二
条
第

一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
現
に
入

院
し
て
い
る

の
数
が
八
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

当
該
病
棟
に
勤
務

す
る
医
師
の
過
半
数
は
常
勤
の
医
師

 

⑷ 

当
該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
お

当
該
病
棟
を
有
す
る
指
定
入
院
医
療
機
関
に
常
勤
の
精
神

保
健
指
定
医
が
二
名
以
上
配
置

 

 
 

⑸ 

当
該
病
棟

一
日
に
看
護
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
は

の
入
院
対
象
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に
一
以
上

当
該
病
棟

一
日

に
看
護
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す

一 

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
料
の
施
設
基
準 

 
 

⑴ 

次
に
掲
げ
る
病
棟
を
単
位
と
し
て
行

 

 
 
 

㈠ 

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号

の
決
定
を
受
け
た
者

集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を

入
院
さ
せ
る
病
棟 

 
 
 

㈡ 

㈠
に
掲

病
院
の
病
棟
の
一
部

法

第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決

定
を
受
け
た
者

集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ

せ
る
た
め
の
精
神
病
床

十
四
床
を
超
え
な
い
も
の
に
限

に

よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟

 

⑵ 

条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
薬
剤
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ

 

⑶ 

当
該
病
棟
に
お
け
る
医
師
の
数

当
該
病
棟
に
法
第
四
十
二
条
第

一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
現
に
入

院
し
て
い
る

数
が
八
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

当
該
病
棟
に
勤
務

す
る
医
師
の
過
半
数
は
常
勤
の
医
師

 

⑷ 

当
該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
お

当
該
病
棟
を
有
す
る
指
定
入
院
医
療
機
関
に
常
勤
の
精
神

保
健
指
定
医
が
二
名
以
上
配
置

 
⑸ 
当
該
病
棟
に
お
け
る
常
勤
の
看
護
師
の
数

四

当
該
病
棟
の

入
院
対
象
者
の
数
に
一
・
三
を
乗
じ
た
数
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
こ

一
部
に
小
規
格
病
棟
を
有
し
て
い
る
病
院
の
病
棟

当
該
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
が
当
該
病

院
の
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以



 

る
数
以
上
で
あ
る
場
合

当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
常
勤

の
看
護
師
の
数

本
文
の
規
定

三
以
上
で
あ
る
こ

一
部
に
小
規
格
病
棟
を
有
し
て
い
る
病
院
の
病
棟
に

当
該
病
院
の
病
棟

一
日
に
看
護
を
行
う
看
護

職
員
の
数

の
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十
五
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

最
小
必
要

数
の
四
割
以
上
が
看
護
師

当
該
小
規
格
病
棟
に
つ
い
て
入

院
対
象
者
の
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ

 

 
 

⑹ 

当
該
病
棟
に
お

び
心
神

喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行

者
の
医
療
及
び
観
察
等

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
等
に
関
す
る

第
二
条
第
四
号
ホ
の
臨
床
心
理
技

術
者

の
数
の
合
計

当

該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以

上

 

 
 

⑺ 

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ

 

⑻ 

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有

 

上

最
小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師

当
該
小
規
格
病
棟
に
つ
い
て
入
院
対
象
者
の
入
院
医
学
管
理
を
行

う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備

 

⑹ 

当
該
病
棟
に
お
け
る
常
勤
の

び

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行

者
の
医
療
及
び
観

察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
等
に
関
す
る

第
二
条
第
四
項
ホ
の
臨
床
心

理
技
術
者
の
数
の
合
計

一
に
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
五

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
以
上

百
人
以
上
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有

診
療
科
名
中
に

び
耳
鼻
い
ん
こ
う
科

を
含
む
病
院

入
院
対
象
者
の
状
態
に
応
じ
た
入
院
医
学
管

理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備

こ
の
限

 

⑺ 

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ

 

⑻ 

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有

 

一
の
二 

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
２
及
び
注
４
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
入
院
対
象
者 

次
の
⑴
及
び
⑵
に
該
当
す
る
入
院
対
象
者

 

⑴ 

特
別
医
学
管
理
加
算
を
算
定
し
て
い
る
入
院
対
象
者 

⑵ 

過
去
六
月
の
間

指
定
入
院
医
療
機
関
運
営
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

平

成
十
七
年
七
月
十
四
日
付
け
障
精
発
第
〇
七
一
四
〇
〇
一
号
厚
生
労
働

省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
精
神
保
健
福
祉
課
長
通
知
別
紙

に
規
定
す
る
外
部
評
価
会
議
に
お
い
て
当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
の
医

師
及
び
当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
以
外
の
複
数
の
医
師
に
よ
り
治
療
内

容
等
に
係
る
評
価
を
行

入
院
対
象
者 

 

一
の
三 

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
３
に
規
定
す
る
医
療
観
察
地
域
移

 
 



 

行
支
援
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準 

⑴ 

次
に
掲
げ
る
病
棟
を
単
位
と
し
て
行

 

㈠ 

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号

の
決
定
を
受
け
た
者

主
と
し
て
地
域
移
行
支
援
を
要
す

る
も
の
を
入
院
さ
せ
る
病
棟 

㈡ 

㈠
に
掲

小
規
格
病
棟 

⑵ 
医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
薬
剤
師
の
員

数
以
上
の
員
数
が
配
置

 

 

⑶ 

当
該
病
棟
に
お
け
る
医
師
の
数

当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数

が
八
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

当
該
病

棟
に
勤
務
す
る
医
師
の
過
半
数
は
常
勤
の
医
師

社
会
復
帰
期
の
入
院
対
象
者
の
看
護
に
一
定
の
経
験
の
あ
る
看
護
師

び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合

計

当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご

と
に
一
以
上
で
あ
る

に
お
け
る
医
師
の
数

当
該

病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
十
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以

上
で
差
し
支

 

 

⑷ 

当
該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
お

当
該
病
棟
を
有
す
る
指
定
入
院
医
療
機
関
に
常
勤
の
精
神

保
健
指
定
医
が
二
名
以
上
配
置

当
該
病

棟
の
み
を
有
す
る
指
定
入
院
医
療
機
関
で
あ
る
場
合

社
会

復
帰
期
の
入
院
対
象
者
の
看
護
に
一
定
の
経
験
の
あ
る

び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計

当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

以
上
で
あ
る

の
常
勤
の
精
神
保
健
指

定
医
は
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
れ
ば
差
し
支

 

 

⑸ 

当
該
病
棟

一
日
に
看
護
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
は

の
入
院
対
象
者
の
数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に
一
以
上

当
該
病
棟

一
日

に
看
護
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す

る
数
以
上
で
あ
る
場
合

当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
常
勤

 



 

の
看
護
師
の
数

本
文
の
規
定

三
以
上
で
あ
る
こ

一
部
に
小
規
格
病
棟
を
有
し
て
い
る
病
院
の
病
棟
に

当
該
病
院
の
病
棟

一
日
に
看
護
を
行
う
看
護

職
員
の
数

の
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十
五
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

最
小
必
要

数
の
四
割
以
上
が
看
護
師

当
該
小
規
格
病
棟
に
つ
い
て
入

院
対
象
者
の
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ

 

⑹ 

当
該
病
棟

び
臨
床

心
理
技
術
者
の
数
の
合
計

当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
四
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

 

 

⑺ 

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ

 

 

⑻ 

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有

 

 

一
の
四 

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
６
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
施
設
基
準 

⑴ 

イ
の
⑴
の
看
護
体
制
特
定
減
算
１
の
施
設
基
準 

当
該
病
棟
に

一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数

常
時

当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に

一
以
上

 

⑵ 

イ
の
⑵
の
看
護
体
制
特
定
減
算
２
の
施
設
基
準 

一
の
⑸
及
び
⑴
を
満

 

⑶ 

ロ
の
⑴
の
看
護
体
制
特
定
減
算
１
の
施
設
基
準 

一
の
三
の
⑸
を
満

 

 

一
の
五 

医
療
観
察
看
護
師
７
対
１
配
置
加
算
の
施
設
基
準 

⑴ 

医
療
観
察
地
域
移
行
支
援
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
病
棟
で
あ
る
こ

 

⑵ 

当
該
病
棟

一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数

常
時

の
入
院
対
象
者
の
数
が
七
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に

一
以
上

 

 



 

一
の
六 

医
療
観
察
看
護
師
夜
間
６
対
１
配
置
加
算
の
施
設
基
準 

⑴ 

当
該
病
棟

夜
勤
を
行
う
看
護
師
の
数

病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

 

⑵ 

当
該
指
定
入
院
医
療
機
関

入
院
対
象
者
に
対
す
る
行
動

制
限
を
必
要
最
小
限

び
精
神

保
健
福
祉
士
等
で
構
成
さ
れ
た
委
員
会
を
設
置

 

⑶ 

夜
間
に
お
け
る
看
護
業
務
の
負
担
の
軽
減
に
資
す
る
十
分
な
業
務
管

理
等
の
体
制
が
整
備

 

⑷ 

看
護
職
員
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ

 

 

一
の
七 

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
10
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
日 

当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
師
の
数
が
四
未
満
で
あ
る
日 

 

一
の
八 

医
療
観
察
多
職
種
協
働
加
算
の
施
設
基
準 

⑴ 

医
療
観
察
一
般
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
病
棟

 

⑵ 

当
該
病
棟

社
会
復
帰
に
係
る
支
援
を
行
う
作
業
療
法
士

精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数

当
該
病
棟
の
入

院
対
象
者
の
数
が
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ

 

 

二
・
三 

 

二
・
三 

 

三
の
二 

退
院
実
績
評
価
加
算
の
施
設
基
準 

入
院
対
象
者
の
社
会
復
帰

十
分
な
実
績

 

 

三
の
三 

特
別
医
学
管
理
加
算
の
対
象
者 

次
の
い
ず
れ
か
の
入
院
対
象
者

 

⑴ 

過
去
二
年
の
間

当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
に
お
い
て
暴
力
行
為

し
い
迷
惑
行
為
等
が
認
め
ら
れ
る
者

当
該
行
為
等
に

よ
る
被
害
の
届
出
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の 

⑵ 

法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
入
院
医
療
機
関
の
変
更

の
通
知
を
受
け
た

身
体
合
併
症
の
治
療
及
び
転
居
等
に
伴
う

変
更
を
除

地
方
厚
生
局
が
転
院
調
整
を
行

別
 



 

の
指
定
入
院
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
に
転
院
し
た
も

の 

 

三
の
四 

医
療
観
察
薬
剤
管
理
指
導
料
の
施
設
基
準 

 
 

⑴ 

当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
内
に
薬
剤
管
理
指
導
を
行
う
に
つ
き
必
要

な
薬
剤
師
が
配
置

 

 
 

⑵ 
薬
剤
管
理
指
導
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
医
薬
品
情
報
の
収
集
及
び
伝

達
を
行
う
た
め
の
専
用
施
設
を
有

 

 
 

⑶ 

入
院
対
象
者
に
対

入
院
対
象
者
ご
と
に
適
切
な

副
作
用
に
関
す
る
状
況
の
把
握
を
含

行

薬
剤
師
に
よ
る

服
薬
指
導
を
行

 

 

 

三
の
五 

医
療
観
察
薬
剤
管
理
指
導
料
の
対
象
者 

特
掲
診
療
料
の

の
三
に
掲
げ
る
医
薬
品
が
投
薬
又
は
注
射
さ
れ
て
い
る

入
院
対
象
者 

 

 

三
の
六 

医
療
観
察
精
神
科
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
施
設
基
準 

 
 

⑴ 

当
該
病
棟
に
専
任
の
内
科
又
は
外
科
の
医
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と

 

 
 

⑵ 

精
神
障
害
者

身
体
合
併
症
を
有
す
る
入
院
対
象
者
の
治
療

が
行

精
神
科
以
外
の
診
療
科
の
医
療
体
制
と
の
連
携
が
取

ら
れ
て
い
る
病
棟

 

 

 

三
の
七 

医
療
観
察
精
神
科
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
対
象
者 

基
本
診
療
料
の

の
二
に
掲
げ
る
身
体
合
併
症
を
有
す
る
入
院
対
象
者 

 

 

三
の
八 

医
療
観
察
精
神
科
慢
性
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
施
設
基
準 

 
 

⑴ 

当
該
病
棟
に
内
科
の
医
師
が
配
置

 

 
 

⑵ 

身
体
合
併
症
を
有
す
る
入
院
対
象
者
の
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な

体
制
を
有

 

 

四 
 

四 
 

 

四
の
二 

急
性
増
悪
包
括
管
理
料
２
の
施
設
基
準 

⑴ 

診
療
報
酬
の

に
規
定
す
る
精
神
病
棟
入
院
基

 



 

本
料
の

し
く
は
十
五

の
場
合

に
限
る

は
地
域
移
行
機
能

強
化
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
精
神
病
棟

 
⑵ 
集
中
的
な
精
神
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ

 

 

四
の
三 

急
性
増
悪
包
括
管
理
料
２
及
び
急
性
増
悪
時
等
受
入
調
整
加
算
の

対
象
者 

精
神
保
健
指
定
医
の
診
察
の

び
精
神
障
害
者
福
祉

に
関
す
る

第
一
項

条
の
二
第
一
項

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
三
十
三

条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
て
い
る
者 

 

の
三 

 

の
三 

 

五
の
四 

医
療
観
察
心
理
支
援
加
算
の
施
設
基
準 

当
該
指
定
通
院
医
療
機
関
内
に
専
任
の
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一

名
以
上
配
置

 

五
の
四 

医
療
観
察
心
理
支
援
加
算
の
対
象
者 

 
 
 

心
的
外
傷
に
起
因
す
る
症
状
を
有
す
る
患
者 

五
の
五 

医
療
観
察
療
養
生
活
継
続
支
援
加
算
の
施
設
基
準 

療
養
生
活
を
継
続
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
確

保

 

 

六 
 

六 
 

七 

医
療
観
察
認
知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
の
施
設
基
準 

⑴
・
⑵ 

 

⑶ 

医
療
観
察
認
知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
ハ

基
準

に
加

当
該
指
定
通
院
医
療
機
関
内
に
認
知
行
動
療
法
的

チ
に
基
づ
く
心
理
支
援
に
係
る
経
験
等
を
有
す
る
専
任
の
常
勤
公
認
心

理
師
が
一
名
以
上
配
置

 

七 

医
療
観
察
認
知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
の
施
設
基
準 

 

⑴
・
⑵ 

 

 
 

八
・
九 

 

八
・
九 

 

九
の
二 

医
療
観
察
訪
問
看
護
基
本
料
の
注
３
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
通
院
対
象
者 

 



 

第
一
項

の

二
第
一
項

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
三
十
三
条
の

六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
て
い
る
者

に
備
え
て
一
時
的
に
外
泊
し
て
い
る
通
院
対
象
者 

十 
医
療
観
察
訪
問
看
護
管
理
料
の
施
設
基
準 

 
 

⑴ 
医
療
観
察
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
料
１
の
施
設
基
準 

 
 

 
 

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護

の

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示

の
第
一
の
六
の
⑴
に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
届
け
出

 

 
 

⑵ 

医
療
観
察
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
料
２
の
施
設
基
準 

 
 

 
 

訪
問
看
護
基
準
告
示
の
第
一
の
六
の
⑵
に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適

合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
届
け
出

 

⑶ 

医
療
観
察
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
料
３
の
施
設
基
準 

 
 

 
 

訪
問
看
護
基
準
告
示
の
第
一
の
六
の
⑶
に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適

合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
届
け
出

 

 
 

⑷ 

医
療
観
察
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
料
４
の
施
設
基
準 

 
 

 
 

訪
問
看
護
基
準
告
示
の
第
一
の
六
の
⑷
に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適

合
し
て
い

 

 
十
の
二 

 

十 
 

十
一 

 

十
一 

 

 



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
・
第
二

（
略
）

第
一
・
第
二

（
略
）

第
三

基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等

第
三

基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等

一

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
１
に
規
定
す
る
医
療
観
察
一
般
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準

一

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
料
の
施
設
基
準

次
に
掲
げ
る
病
棟
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
病
棟
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、

主
と
し
て
集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ
せ
る
病
棟

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、

集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ
せ
る
病
棟

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
病
院
の
病
棟
の
一
部
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は

第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ

せ
る
た
め
の
精
神
病
床
（
十
四
床
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。）に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
（
以
下
「
小

規
格
病
棟
」
と
い
う
。）

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
病
院
の
病
棟
の
一
部
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は

第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ

せ
る
た
め
の
精
神
病
床
（
十
四
床
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。）に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
（
以
下
「
小

規
格
病
棟
」
と
い
う
。）

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
薬
剤

師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
薬
剤

師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
け
る
医
師
の
数
は
、
当
該
病
棟
の
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第

一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
現
に
入
院
し
て
い
る
者
（
以
下
「
入
院
対
象
者
」
と
い
う
。）の
数
が
八
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
病
棟
に
勤
務
す
る
医
師
の
過
半
数
は
常
勤
の
医

師
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
け
る
医
師
の
数
は
、
当
該
病
棟
に
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第

一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
現
に
入
院
し
て
い
る
者
（
以
下
「
入
院
対
象
者
」
と
い
う
。）の
数
が
八
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
病
棟
に
勤
務
す
る
医
師
の
過
半
数
は
常
勤
の
医

師
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
病
棟
を
有
す
る

指
定
入
院
医
療
機
関
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
病
棟
を
有
す
る

指
定
入
院
医
療
機
関
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象

者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一

日
に
看
護
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
病
棟
に
お
け
る
常
勤
の
看
護
師
の
数
は
、
四
に
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
に
一
・
三
を
乗

じ
た
数
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
一
部
に
小
規
格
病
棟
を
有
し
て
い
る
病
院
の
病

棟
に
あ
っ
て
は
、
当
該
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
が
当
該
病
院
の
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
七
号

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
五
号
）
に
基
づ
き
、

基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
六
号
。
以
下
「
施
設
基
準
等
」
と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。た
だ
し
、

同
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
指
定
入
院
医
療
機
関
で
あ
る
医
療
機
関
に
つ
い
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
施
設
基
準
等
第
三
の
一
の
三
に
規
定
す
る
医
療
観
察
地
域
移
行
支
援
病
棟
入
院
料
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

告
示
の
適
用
の
日
か
ら
令
和
九
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
施
設
基
準
等
第
三
の
一
の
三
の

中
「
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
一
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
復
帰
期
の
入
院
対
象
者
の
看
護
に
一
定
の
経
験
の
あ
る
看
護
師
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端

数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
」
と
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
以
上
で
あ

る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
一
部
に
小
規
格
病
棟
を
有
し
て
い
る
病
院
の
病
棟
に
あ
っ
て
は
、
当
該
病
院
の
病

棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
院
の
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
最
小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師

で
あ
っ
て
、
当
該
小
規
格
病
棟
に
つ
い
て
入
院
対
象
者
の
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
最
小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で

あ
っ
て
、
当
該
小
規
格
病
棟
に
つ
い
て
入
院
対
象
者
の
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整

備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行

為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成

十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
四
号
ホ
の
臨
床
心
理
技
術
者
（
以
下
「
臨
床
心
理
技
術

者
」
と
い
う
。）の
数
の
合
計
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
け
る
常
勤
の
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他

害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
ホ
の
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計
は
、

一
に
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
百
人
以
上
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
、
そ
の
診
療
科
名
中
に
内
科
、
外

科
、
婦
人
科
、
眼
科
及
び
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
を
含
む
病
院
で
あ
っ
て
、
入
院
対
象
者
の
状
態
に
応
じ
た
入

院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

一
の
二

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
２
及
び
注
４
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
院
対
象
者

（
新
設
）

次
の

及
び

に
該
当
す
る
入
院
対
象
者
で
あ
る
こ
と
。

特
別
医
学
管
理
加
算
を
算
定
し
て
い
る
入
院
対
象
者

過
去
六
月
の
間
に
、
指
定
入
院
医
療
機
関
運
営
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
十
七
年
七
月
十
四
日
付
け
障
精

発
第
〇
七
一
四
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
精
神
保
健
福
祉
課
長
通
知
別

紙
）
に
規
定
す
る
外
部
評
価
会
議
に
お
い
て
当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
の
医
師
及
び
当
該
指
定
入
院
医
療

機
関
以
外
の
複
数
の
医
師
に
よ
り
治
療
内
容
等
に
係
る
評
価
を
行
っ
た
入
院
対
象
者

一
の
三

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
３
に
規
定
す
る
医
療
観
察
地
域
移
行
支
援
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準

（
新
設
）

次
に
掲
げ
る
病
棟
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、

主
と
し
て
地
域
移
行
支
援
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ
せ
る
病
棟

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
小
規
格
病
棟

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
薬
剤
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
け
る
医
師
の
数
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
八
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と

に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
病
棟
に
勤
務
す
る
医
師
の
過
半
数
は
常
勤
の
医
師
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
社
会
復
帰
期
の
入
院
対
象
者
の
看
護
に
一
定
の
経
験
の
あ
る
看
護
師
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福

祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計
が
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増

す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
場
合
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
医
師
の
数
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が

十
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

当
該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
病
棟
を
有
す
る

指
定
入
院
医
療
機
関
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該

病
棟
の
み
を
有
す
る
指
定
入
院
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
社
会
復
帰
期
の
入
院
対
象
者
の
看
護

に
一
定
の
経
験
の
あ
る
看
護
師
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計

が
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
場
合
、
当
該
指

定
入
院
医
療
機
関
の
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
は
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
れ
ば
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象

者
の
数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一

日
に
看
護
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
以
上
で
あ

る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
一
部
に
小
規
格
病
棟
を
有
し
て
い
る
病
院
の
病
棟
に
あ
っ
て
は
、
当
該
病
院
の
病

棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
院
の
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
最
小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師

で
あ
っ
て
、
当
該
小
規
格
病
棟
に
つ
い
て
入
院
対
象
者
の
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計
は
、
当

該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

一
の
四

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
６
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

（
新
設
）

イ
の

の
看
護
体
制
特
定
減
算
１
の
施
設
基
準

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数

が
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ
の

の
看
護
体
制
特
定
減
算
２
の
施
設
基
準

一
の

及
び

を
満
た
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
の

の
看
護
体
制
特
定
減
算
１
の
施
設
基
準

一
の
三
の

を
満
た
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
の
五

医
療
観
察
看
護
師
７
対
１
配
置
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

医
療
観
察
地
域
移
行
支
援
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数

が
七
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一
の
六

医
療
観
察
看
護
師
夜
間
６
対
１
配
置
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
夜
勤
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
六
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
に
お
い
て
、
入
院
対
象
者
に
対
す
る
行
動
制
限
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す

る
た
め
、
医
師
、
看
護
師
及
び
精
神
保
健
福
祉
士
等
で
構
成
さ
れ
た
委
員
会
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

夜
間
に
お
け
る
看
護
業
務
の
負
担
の
軽
減
に
資
す
る
十
分
な
業
務
管
理
等
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

看
護
職
員
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

一
の
七

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
10
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日

（
新
設
）

当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
師
の
数
が
四
未
満
で
あ
る
日

一
の
八

医
療
観
察
多
職
種
協
働
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

医
療
観
察
一
般
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
社
会
復
帰
に
係
る
支
援
を
行
う
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心

理
技
術
者
の
数
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る

こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

三
の
二

退
院
実
績
評
価
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

入
院
対
象
者
の
社
会
復
帰
に
つ
い
て
、
十
分
な
実
績
が
あ
る
こ
と
。
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三
の
三

特
別
医
学
管
理
加
算
の
対
象
者

（
新
設
）

次
の
い
ず
れ
か
の
入
院
対
象
者
で
あ
る
こ
と
。

過
去
二
年
の
間
に
、
当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
に
お
い
て
暴
力
行
為
、
著
し
い
迷
惑
行
為
等
が
認
め
ら

れ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
等
に
よ
る
被
害
の
届
出
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の

法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
入
院
医
療
機
関
の
変
更
の
通
知
を
受
け
た
対
象
者
（
身
体

合
併
症
の
治
療
及
び
転
居
等
に
伴
う
変
更
を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
地
方
厚
生
局
が
転
院
調
整
を
行
い
、
別

の
指
定
入
院
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
に
転
院
し
た
も
の

三
の
四

医
療
観
察
薬
剤
管
理
指
導
料
の
施
設
基
準

（
新
設
）

当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
内
に
薬
剤
管
理
指
導
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
薬
剤
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。薬

剤
管
理
指
導
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
医
薬
品
情
報
の
収
集
及
び
伝
達
を
行
う
た
め
の
専
用
施
設
を
有

し
て
い
る
こ
と
。

入
院
対
象
者
に
対
し
、
入
院
対
象
者
ご
と
に
適
切
な
薬
学
的
管
理
（
副
作
用
に
関
す
る
状
況
の
把
握
を

含
む
。）を
行
い
、
薬
剤
師
に
よ
る
服
薬
指
導
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

三
の
五

医
療
観
察
薬
剤
管
理
指
導
料
の
対
象
者

（
新
設
）

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号
）
別
表
第
三
の
三
に
掲
げ
る

医
薬
品
が
投
薬
又
は
注
射
さ
れ
て
い
る
入
院
対
象
者

三
の
六

医
療
観
察
精
神
科
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

当
該
病
棟
に
専
任
の
内
科
又
は
外
科
の
医
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

精
神
障
害
者
で
あ
っ
て
身
体
合
併
症
を
有
す
る
入
院
対
象
者
の
治
療
が
行
え
る
よ
う
、
精
神
科
以
外
の

診
療
科
の
医
療
体
制
と
の
連
携
が
取
ら
れ
て
い
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

三
の
七

医
療
観
察
精
神
科
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
対
象
者

（
新
設
）

基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
二
号
）
別
表
第
七
の
二
に
掲
げ
る

身
体
合
併
症
を
有
す
る
入
院
対
象
者

三
の
八

医
療
観
察
精
神
科
慢
性
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

当
該
病
棟
に
内
科
の
医
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

身
体
合
併
症
を
有
す
る
入
院
対
象
者
の
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

四
の
二

急
性
増
悪
包
括
管
理
料
２
の
施
設
基
準

（
新
設
）

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点

数
表
に
規
定
す
る
精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
十
対
一
入
院
基
本
料
、
十
三
対
一
入
院
基
本
料
若
し
く
は
十

五
対
一
入
院
基
本
料
、
特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
（
精
神
病
棟
の
場
合
に
限
る
。）、
精
神
科
救
急
急
性

期
医
療
入
院
料
、
精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
入
院
料
、
精
神
科
救
急
・
合
併
症
入
院
料
又
は
地
域
移
行
機

能
強
化
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
精
神
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

集
中
的
な
精
神
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
の
三

急
性
増
悪
包
括
管
理
料
２
及
び
急
性
増
悪
時
等
受
入
調
整
加
算
の
対
象
者

（
新
設
）

精
神
保
健
指
定
医
の
診
察
の
結
果
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
精
神
保
健
福
祉
法
」
と
い
う
。）第
二
十
条
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十

九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
て
い
る
者
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五
〜
五
の
三

（
略
）

五
〜
五
の
三

（
略
）

五
の
四

医
療
観
察
心
理
支
援
加
算
の
施
設
基
準

五
の
四

医
療
観
察
心
理
支
援
加
算
の
対
象
者

当
該
指
定
通
院
医
療
機
関
内
に
専
任
の
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

心
的
外
傷
に
起
因
す
る
症
状
を
有
す
る
患
者

五
の
五

医
療
観
察
療
養
生
活
継
続
支
援
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

療
養
生
活
を
継
続
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

七

医
療
観
察
認
知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
の
施
設
基
準

七

医
療
観
察
認
知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
の
施
設
基
準

・

（
略
）

・

（
略
）

医
療
観
察
認
知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
ハ
に
あ
っ
て
は
、

の
基
準
に
加
え
、
当
該
指
定
通
院
医
療
機

関
内
に
認
知
行
動
療
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
心
理
支
援
に
係
る
経
験
等
を
有
す
る
専
任
の
常
勤
公
認

心
理
師
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
新
設
）

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

九
の
二

医
療
観
察
訪
問
看
護
基
本
料
の
注
３
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
通
院
対
象
者

（
新
設
）

精
神
保
健
福
祉
法
第
二
十
条
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
て
い
る
者
で

あ
っ
て
、
在
宅
療
養
に
備
え
て
一
時
的
に
外
泊
し
て
い
る
通
院
対
象
者

十

医
療
観
察
訪
問
看
護
管
理
料
の
施
設
基
準

（
新
設
）

医
療
観
察
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
料
１
の
施
設
基
準

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百

三
号
。
以
下
「
訪
問
看
護
基
準
告
示
」
と
い
う
。）の
第
一
の
六
の

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
届
け
出
て
い
る
こ
と
。

医
療
観
察
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
料
２
の
施
設
基
準

訪
問
看
護
基
準
告
示
の
第
一
の
六
の

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
地
方
厚

生
局
長
に
届
け
出
て
い
る
こ
と
。

医
療
観
察
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
料
３
の
施
設
基
準

訪
問
看
護
基
準
告
示
の
第
一
の
六
の

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
地
方
厚

生
局
長
に
届
け
出
て
い
る
こ
と
。

医
療
観
察
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
料
４
の
施
設
基
準

訪
問
看
護
基
準
告
示
の
第
一
の
六
の

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

十
の
二

（
略
）

十

（
略
）

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）
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